
平成２２年９月定例会総務委員会会議録 

- 1 - 

総務委員会会議録 

日時 平成２２年１０月４日（月） 開会時間  午前１０時０２分 

閉会時間 午後 ３時４４分 

場所 第３委員会室 

委員出席者 委員長 鈴木 幹夫 

副委員長 河西 敏郎 

委員 前島 茂松 渡辺 亘人 武川  勉 石井 脩德 

 堀内 富久 樋口 雄一 小越 智子 

委員欠席者 なし 

説明のため出席した者 

 

公安委員 井上 利男   警察本部長 唐木 芳博 

警務部長 小澤 富彦  生活安全部長 門西 和雄  刑事部長 廣瀬 文三勝 

交通部長 青木 雄二  警備部長 北村 正彦  首席監察官 宮﨑 清 

総務室長 長沼 郁雄  警察学校長 清水 徹  警務部参事官 有泉 辰二美 

生活安全部参事官 小野 和夫  刑事部参事官 佐藤 元治 

交通部参事官 佐野 俊夫  会計課長 古屋 一栄    

教養課長 細入 浩幸  監察課長 梶原 猛一  厚生課長 眞壁 昌三   

情報管理課長 浅川 和章  地域課長 藤原 芳樹  少年課長 川崎 雅明 

生活環境課長 輿水 雅彦  捜査第一課長 小林 雄治   

捜査第二課長 山口 和良  組織犯罪対策課長 秋山 一哉   

交通指導課長 奥脇 勝美  交通規制課長 青柳 幸仁   

運転免許課長 小幡 菊次  警備第一課長 渡辺 茂    

警備第二課長 松原 茂雄  

 

知事政策局長 平出 亘  企画県民部長 中澤 正徳 

知事補佐官 鷹野 勝己   企画県民部理事 杉田 雄二 

知事政策局次長 岩波 輝明   知事政策局次長（秘書課長事務取扱） 藤江 昭  

政策参事 松谷 荘一    知事政策局次長（広聴広報課長事務取扱） 堀内 久雄    

知事政策局次長（行政改革推進課長事務取扱） 市川 由美   

企画県民部次長 小林 明   

企画県民部次長（リニア交通課長事務取扱） 矢島 孝雄 

企画課長 橘田 恭  世界遺産推進課長 高木 昭   対外調整室長 市川 満 

北富士演習場対策課長 伏見 健    情報政策課長 寺本 邦仁子    

統計調査課長 前嶋 修  県民生活・男女参画課長 輿石 隆治    

消費者安全・食育推進課長 小松 万知代   生涯学習文化課長 青嶋 洋和 

国民文化祭準備室長 平井 敏男 

 

総務部長 古賀 浩史   会計管理者 笹本 英一 

人事委員会委員長 小澤 義彦   代表監査委員 輿水 修策 

選挙管理委員会委員長 戸栗 敏 

総務部防災危機管理監 広瀬 猛   総務部理事 曽根 哲哉    
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総務部次長 山本 一   総務部次長（人事課長事務取扱） 原間 敏彦    

総務部次長（財政課長事務取扱） 山下 誠   職員厚生課長 山本 芳彦    

税務課長 深澤 肇   管財課長 佐藤 佳臣   私学文書課長 大堀 道也  

市町村課長 伊藤 好彦  消防防災課長 堀内 浩将 

出納局次長（会計課長事務取扱） 佐藤 浩一   管理課長 清水 郁也 

工事検査課長 野田 祥司 

人事委員会事務局長 清水 文夫   人事委員会事務局次長 丹澤 保幸 

監査委員事務局長 窪田 守忠    監査委員事務局次長 飯島 幸夫 

議会事務局次長 久保田 克己    議会事務局総務課長 杉山 正巳 

議題 （付託案件） 

第７１号   山梨県暴力団排除条例制定の件 

第７２号   山梨県県税条例中改正の件 

第７４号   山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例中

改正の件 

第７５号    平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算の補

正額及び歳入歳出予算の総額、同条第２項歳入各款及び歳出中総務委員

会関係のもの並びに第４条地方債の補正 

第８４号   特定事業に係る契約締結の件 

第８５号   公立大学法人山梨県立大学が徴収する料金の上限の変更の認可の件 

         

請願第 19-10 号  保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適

用除外を求めることについて 

請願第 21- 7 号  日本軍「慰安婦」問題に対して、政府に誠実な対応を求めること

についての請願事項の１及び２ 

請願第 22- 4 号   日米地位協定に関わる「裁判権放棄の日米密約」の調査・公表・

破棄を求める意見書の採択を求めることについて 

請願第 22- 5 号   司法修習生の給費制の存続を求めることについて 

 

       

審査の結果   付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

        また、請願第 19-10 号、第 21-7 号及び第 22-4 号についてはいずれも継続審

査すべきもの、請願第 22-5 号については採択すべきものと決定した。 

          

審査の概要   まず、委員会の審査順序について、警察本部、知事政策局・企画県民部、総

務部・出納局・人事委員会事務局・監査委員会事務局・議会事務局の順に行う

こととし、午前１０時２分から午前１０時３７分まで警察本部、休憩をはさみ

午前１０時５２分から午後１時５９分まで（その間、午前１１時４３分から午

後１時３１分まで休憩をはさんだ）知事政策局・企画県民部関係、休憩をはさ

み午後２時２２分から午後３時４４分まで総務部・出納局・人事委員会事務

局・監査委員会事務局・議会事務局関係の審査を行った。 

 

主な質疑等 警察本部関係 

 

 ※第７１号   山梨県暴力団排除条例制定の件 

         

質疑       
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小越委員  １点、質問させてください。学校等の２００メートル以内に新規に開設し

た場合、罰則規定があるというお話があったんですけど、現在、この学校で

すとか、公民館、保育所などの２００メートル以内に暴力団事務所があると

いうところは、実際にあるんでしょうか。 

 

秋山組織犯罪対策課長  県内には３団体、２９の暴力団事務所が存在しております。そのう

ち、具体的な件数はそれぞれの事務所の所在地を公表してないことから申し

上げられませんが、既に保護範囲内にあるものは１０件近くあります。 

   

小越委員  新設の場合は罰則規定があるんですけど、既に１０カ所も２００メートル

以内に暴力団事務所があるということは、そこに住んでいらっしゃる方、ま

た子供さんの保護者を含めて、ちょっと脅威を感じ心配の面もあると思いま

すので、そこの１０カ所についても厳しく監視をしたり、それから、取り締

りを含めてぜひお願いしたいと思います。そこだけ要望しておきます。 

 

秋山組織犯罪対策課長  本条例によっては既存の暴力団の事務所を撤去することはできま

せん。しかし、全国では昨年１４２箇所の暴力団事務所を撤去させています。

このうち４３箇所は一般市民が警察、行政、民暴センター、民事介入暴力弁

護士会等と連携して暴力団事務所の明け渡し、または使用差しとめの民事訴

訟を行い撤去させています。このように暴力団を恐れず、住民が勇気を持っ

て官民一体となった暴力団排除活動を行うことによって、既存の暴力団事務

所を撤去することも十分可能であると思います。 

 

渡辺委員  ４点ばかり質問いたしますけど、まず初めに、私、富士吉田市内の富士見

町という１,２００軒ですか、１,３００軒ある地区で連合の自治会長をさせ

ていただいています。 

  私が、富士吉田市に住んでいて感じることは、昔というんですか、１０年

ぐらいに前に比べて最近は暴力団の活動が、何というんですか、表に出ない

で、浸透したというとおかしいですけど、余り目立った動きがないような、

地元の皆さんもそんな話をしておりますし、また、私もそんなことを思って

いますけれども、地元は何か山口組系の暴力団が、何か組織をつくっている

と言われています。そういう中でこの山梨県の暴力団の排除条例の制定の件

が出てきました。それでちょっと今説明がありましたが、その中からピック

アップして質問させていただきます。 

  まず第１点に、この条例については福岡県など６府県で、先に設置した県

があるということを聞いていますけれども、何か本県の条例と相違点という

ものがあるんでしょうか。 

 

秋山組織犯罪対策課長  既に条例が制定されているのは福岡県以下６府県ございますが、ま

ず先行県の条例は大きく分けて２つに分けられます。１つは福岡・愛媛・京

都のように、暴力団排除をするための基本的な施策を規定して罰則を設けて

いる府県であります。もう一つは、佐賀・長崎・鹿児島のように、いわゆる

暴力団事務所を開設することを防止するための条例ということで、これにつ

いては罰則を設けておりません。当県にあっては、警察庁・福岡・愛媛・京

都に倣い暴力団排除のための総合的な施策を規定し、新たな事務所を設ける、

これについては先ほど刑事部長が御説明したとおり、罰則を設けているとこ

ろであります。こういったところから、本県の特徴としては暴力団排除のた

め県、県民、事業者が一体となった推進体制を整備する点、２つ目は、基本
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的方向性を示す基本方針を作成する点、３点目は、暴力団事務所を新規につ

くらせないよう建設業者の措置を規定している点、これについては本県のみ

であります。 

   

渡辺委員  ありがとうございました。 

  次に、暴力団事務所の移転に反対する住民運動が行われてきたということ

は知っていますけれども、今回、暴力団排除条例によって住民運動をサポー

トすることができるのかどうか、その点をちょっとお聞かせ願います。 

 

秋山組織犯罪対策課長  県内では御承知のとおり、甲府市・笛吹市・大月市で暴力団事務所

進出に反対する住民運動が盛んに行われました。本条例は県、県民、事業者

が一体となって暴力団を排除するための指針となるものであります。住民運

動のようにまさに県民等が一体となった暴力団排除活動を支援する体制を、

整備することが重要と考えるところであります。 

  具体的には、第１０条において県民等の支援として、暴力団の排除のため

の活動について県が暴力団情勢等の情報提供や、具体的な方法・方策等に対

する助言等の支援を行うということであります。また、第１１条においては

暴力団事務所の使用差しとめ請求、損害賠償請求等の訴訟に対し、必要な情

報提供や住民運動の支援を行うなどを規定しており、県として積極的に支援

したいと考えております。 

   

渡辺委員  ありがとうございます。 

  ３点目に、富士見町の地内ですけど、夜とか朝早くとか、バイクで暴走行

為というんですか、何台もというんじゃないけど、３台ぐらいで国道じゃな

くて裏の通りなんかを走っている者が二、三人いるんですが、彼らは暴力団

といろいろ提携しているというとおかしいですけど、息がかかっているとか、

そんなようなことがあるのかなと思っているんですが、私のところにもいろ

いろ相談がありますけど、警察に言うようにと助言したり、実際警察へ届け

ますが、暴走族と暴力団とのつながりについてお聞かせください。 

 

秋山組織犯罪対策課長  現在、県内の暴走族は６グループ、約１２０名を把握しております。

こういった中で、暴力団は地元の不良グループや素行不良者等を取り込むな

どして、組織の維持・拡大を図っております。また、暴走族グループはその

主要な対象として、暴力団の影響を強く受けているのが実態であります。国

中を縄張りとしている稲川会傘下の組織が、一部の暴走族からいわゆる上納

金をとっているという情報もあり、実態解明に努めているところであります。

また、本年３月には県内で最大勢力を誇る暴走族グループのリーダーを、監

禁事件で逮捕しましたが、まさにその犯行現場が暴力団事務所が使用された

ということを考えても、暴走族にあっては極めて予備軍的な要素があると思

います。この辺の指導・取り締まりが重要であると考えております。 

   

渡辺委員  ありがとうございます。 

  次に、薬物中毒者を収容している、収容というとおかしいですけど、民間

の団体で民家を手直しして、七、八人ぐらい集めて更生施設をやっている団

体があるんですが、その近所の住民が自治会に対して、ああいう方々がいた

ら困るとか、いろいろなことを言ってくるんですけど、私、その施設の人た

ちを見ていまして、本当にかわいそうだなということを感じます。というの

は、彼らの頭の中には薬物を欲しいというのが半分あって、半分というより
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８割ぐらい薬物を、チャンスがあればまた打ちたいという気持ちがあると思

います。あとの２割は何とか更生したいということなんですけど、そんなよ

うなことを考えると、彼らというのは本当に不幸な星の下に生まれている人

間だなということを感じました。 

  そういう中で、不安を感じている住民に対しては、自分の息子もそうなっ

たときにはどうですかとか、また、地元でも僕ら知っている限り薬物中毒者

が四、五人いるんですけど、その方はほとんど他県に行ってそういう施設に

行っているか、刑務所へ行っているかどっちかだということですから、そん

な話もして、ぜひ理解していただきたいということを住民に言って、微力で

すけど、そういう施設の運営に協力しています。そういう中で、私、一番感

じていることは、教育問題じゃないですけど、教育というのは学校と家庭と

地域という教育があるそうですが、僕は地域での教育も重要と考えています。

地域でよく見てやって指導するのが一番いいんじゃないかなと思うんです。

過去、私の友人の息子が薬物をやっていまして、もう家庭でどうにもならな

い。お金は使うわ、何はするでどうにもならなくて、僕のところへ相談に来

ました。 

  僕は警察へ速やかに言いました。ぜひ取り締まってやってくれよと。その

ときのお巡りさんが「もうこういうことは一刻も早く警察に持ち込まなけれ

ば、ハッピーエンドの解決はできない」ということを言われたのを覚えてお

ります。そういう意味で、私は、今、何というんですか、懸賞金を警察でか

けるというのが、何かいろいろ殺人事件なんかでありますけど、私は薬物事

件についても、情報提供者にはお金をかけるべきではないかなという感じが

します。というのは、１回やったらやめられないんですから、私もたばこも

つい１年ぐらい前にやっと、やめというんじゃなくて、休んでいるという状

態ですから、たばこさえそんなような状態ですから、そのときの警察の署長

さんが「渡辺さん、警察官でもそんなことしたらやめられない、それだけの

恐ろしいものだ」と言ったのを僕は耳に覚えていますので、ぜひそういう懸

賞をかけて、１人でも被害者をなくせばいいなという感じでいますけど、そ

の辺どんなに考えていますか。 

 

秋山組織犯罪対策課長  お答えします。現実に山梨においては甲府市伊勢町に山梨ダルクの

本部があります。我々も連携をとりながら、収容されている方、どんな方が

いるかということと、更生するにはどういうことをしていったらよいかとい

うことを、この施設長とも連携をとったりして、また、そういった会合にも

出席させてもらって指導しています。また、委員がおっしゃる覚せい剤のい

わゆる蔓延状態でありますけれども、山梨では例年平均約１００名の違反者

を検挙しています。こういった中で、覚せい剤の再犯率というのはおおむね

６０％です。つまり６割の方はどうしてもやめられないというのが実態です。

こういう中で我々は事件を検挙することもまた大事ですけれども、こういっ

た次世代を担う青少年たちが、また一家の生計を守る御主人、また奥さんた

ちが覚せい剤に陥っていっているというのも実態でありますので、こういっ

た方々を少しでも少なくするよう、鋭意努力しているところであります。 

   

渡辺委員  よろしくお願いします。 

  最後に、暴力団の排除条例の施行予定が来年の４月だと聞きました。すば

らしい効果的な条例でも県民の皆さんが知らなければ、絵にかいたもちでは

ないかと思いますけど、そういう条例を県民に知らせたることに具体的にど

んなようなことを考えていますか。その点を聞いて最後の質問にさせていた



平成２２年９月定例会総務委員会会議録 

- 6 - 

だきます。 

 

秋山組織犯罪対策課長  この条例の制定に先立ち、当県においてはいわゆるパブリックコメ

ントは行いませんでしたが、この条例に先立ちいわゆるアンケート調査を行

ったところ、県民の約９５％がこの条例に賛成との意見をいただきました。

こういったことから、本条例の公布後、期間を置いてマスコミ、各種業界団

体等の協力を得ながら、ポスターの掲示、パンフレットの配布、また広報誌

等への掲載、ホームページによる情報発信、各種関係団体への説明会等を行

い、条例の浸透を図っていきたいと考えております。 

   

渡辺委員  ありがとうございました。 

          

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

          

 

主な質疑等 警察本部関係 

 

 ※第７４号   山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例中改正

の件 

         

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 ※第７５号    平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算の補正額

及び歳入歳出予算の総額、同条第２項歳入各款及び歳出中総務委員会関係の

もの並びに第４条地方債の補正 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

    ※所管事項     なし 

    

    

   

主な質疑等 知事政策局・企画県民部関係 

 

 ※請願第 21- 7 号   日本軍「慰安婦」問題に対して、政府に誠実な対応を求めることについ

ての請願事項の１及び２ 
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意見       （「継続審査」と呼ぶ者あり） 

 

小越委員 採択することを求めます。賛成です。 

  アメリカでもヨーロッパでも、日本軍のこの慰安婦問題に対して謝罪するこ

とが強まっています。決議も出されております。日本におきましても村山首相

や河野洋平さんの談話でも認めております。この請願は採択するべきだと思い

ます。 

          

討論       なし 

 

採決       賛成多数で継続審査すべきものと決定した。 

 

 

※請願第 22- 4 号    日米地位協定に関わる「裁判権放棄の日米密約」の調査・公表・破棄を

求める意見書の採択を求めることについて 

 

意見       （「継続審査」と呼ぶ者あり） 

 

小越委員  採択することを求めます。 

  アメリカ軍が罪を犯したときに、裁判権を日本が放棄するということがも

しあるとしますと、それは大変なことになります。この密約は現在でも機能

しているとアメリカの主席担当官が論文の中で言っております。ぜひこれは

内容を調査・公表し、あるいはこの密約そのものを破棄するというのは当然

の処置と思いますので、私はこの請願を採択するべきだと思います。 

 

討論       なし 

 

採決       賛成多数で継続審査すべきものと決定した。 

 

※所管事項   

 

質疑 

（ネーミングライツについて） 

樋口委員  １０月からでしたか、公募を始めましたネーミングライツのことについて

伺います。他県でもスポーツ施設を中心に、公共施設に民間の名前を導入す

ることによって、行政が資金を稼ぐという形が普及をしておりましたけれど

も、ここ２年来の世界的な恐慌によって、大変な状況だと思いますけれども、

本県ではどのようにこのことを導入し、ここまでに至っているか、簡単に経

過について教えてください。 

 

市川知事政策局次長  ただいまのネーミングライツの導入に当たっての経緯ということ

で御説明を申し上げます。本県ではネーミングライツの導入につきましては、

行政改革大綱に掲げた目標でありますことから、その導入に向けて平成２０

年度から、主な県内の企業ですとか、あと、県にゆかりのあります大手の企

業をできる限り訪問してＰＲをしてまいりました。先ほどお話がありました
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ように、経済情勢の急激な悪化というのもがございまして、残念ながら、今

のところ前向きな企業はございません。 

 

樋口委員  県としての実績がまだないということでありますが、県内の市町村につい

ては韮崎市があるかなと思うんですが、韮崎市あるいはほかにもありますか。 

 

市川知事政策局次長  県内におきましては韮崎市の文化ホールが東京エレクトロン韮崎

文化ホールということで導入をしておりまして、唯一この施設ということで

す。 

   

樋口委員  私、平成２１年度の主要施策成果説明書、総合計画実施状況報告書をちょ

っと見ておりますけれども、６ページにあります。２０年度からということ

でありますけれども、これまで県内外の２８社に案内を行ったものの導入に

は至らなかった。あるいは、平成２１年度は１１社ということでありますけ

れども、一般的に考えてマルが１けた少ないのかなと。もっと大きく、何と

いいますか、企業の進出にしても産業立地推進課なんかを使って、大きく営

業活動したようなことも記憶していますけれども、ちょっと少ないのかなと

いう気がします。それについてはどのような経過といいますか、お考えです

か。 

 

市川知事政策局次長  ただいま企業の訪問の数が少ないのではないかという御質問でご

ざいますけれども、平成２０年度に導入を目標にしたということから、２０

年度は１７社、それから、２１年度が１１社、そして、本年度になりまして

４社へ案内、合計で３２社への案内を行っております。この案内を行うにつ

きましては、産業立地推進課などからいろんな情報をいただいております。

ただ、今、委員ご指摘のように、数を打てば当たるかもしれないという考え

方も確かにあろうかと思いますけれども、今、私なりに企業を訪問する中で

の印象なんですが、企業はこのネーミングライツについては大変関心を持っ

ております。本県では中小の製造業というところが多いものですから、企業

の知名度を上げたいですとか、あと社会貢献という意味合いで、企業のイメ

ージアップを図りたいと思っているところがたくさんあります。 

  しかしながら、この話を持っていったときに、やはり金額を見たときに、

本当はチャンスなのでぜひ導入したいという気持ちはある。ただし、この経

営状況からいきますと、来年度は負担できても、その後はどうなるかという

ことは何とも言えないという返事をお伺いしたという状況でございます。そ

ういうことを踏まえますと、県としてやはりそういう状況の中で、やみくも

に企業に案内するということについては、ちょっと慎重に考えた方がいいの

ではないかと考えております。 

   

樋口委員  ただやみくもにやるより、やはり企業を絞って、ターゲットを絞ってやっ

ていくということではありますが、でも、今までは絞ってやっていたけれど

も、１０月１日から広く全く絞らなくてやるわけでありますから、その辺が

ちょっと転換が著し過ぎるなという感じも非常に受けるわけでありますが、

成算といいますか、勝算はいかにありますか、どうですか。 

 

市川知事政策局次長  ここで公募という形で、１０月１日～２９日までを応募期間という

ことで、いろんな形でＰＲしております。そして、まずネーミングライツを

どうしてここで公募したかということでございますけれども、行革大綱に掲
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げられた目標であるということ、そして、平成２０年度からできる限りの、

ターゲットも絞りながら訪問をしてきましたが、なかなか思うようには行っ

てないということ、そして、また今年度は行革大綱の最終年ということもあ

ります。また、わずかながらではありますけれども、景気も少し上向いてき

ているのかなというところもあることから、こうしたことを踏まえまして、

これまで訪問してこなかったような企業でも、公募することによって関心を

持っていただけるということも予想がされますので、そういう期待を込めて

ここで公募という形をとっております。勝算というようなことですが、そこ

は何とも言えませんけれども、ぜひ応募をしていただけるように、強く期待

をしているところでございます。 

 

樋口委員  当初から、あるいは、今、現在ネーミングライツの対象となる公共施設と、

年間の契約金額について教えてください。 

 

市川知事政策局次長  ネーミングライツの対象施設につきましては、小瀬スポーツ公園陸

上競技場、それと県民文化ホールの２施設です。これは県民に親しまれてだ

れもが知っている施設であるということで、まずこの２施設を対象といたし

ました。行革大綱の目標額は両施設合わせて４,０００万円という目標でご

ざいます。その４,０００万円の内訳は小瀬スポーツ公園陸上競技場が３,０

００万円、文化ホールが１,０００万円という根拠のもとに４,０００万円と

いう数字を掲げたわけでございますけれども、今回の公募は小瀬スポーツ公

園陸上競技場が２,０００万円以上、そして、文化ホールが１,５００万円以

上ということで公募をしております。ここで金額が４ ,０００万円にならな

いということがございますけれども、全国的な状況を見ましても、ここのと

ころ他の自治体も導入状況がかなり値下がりをしているという状況もござ

います。そして、この２,０００万円以上、１,５００万円以上というのは、

規模の大体類似した施設というものをピックアップして検討をして、その大

体の平均の金額ということで出しておりますので、適正な金額だと考えてお

ります。 

 

樋口委員  はい、わかりました。ほかの行政施策の中でも時々言われることですけど、

やっぱり県の幹部の方々が、何といいますか、歩いて売るという姿は余りぴ

んと来なくて、やっぱりそういう分野が得意な民間の企業等が肩がわりをす

るとか、でも、それもちょっとイメージもなかなか難しいんですけれども、

例えば観光にしても新しい機構ができて、その中でやってメニューも豊富に

なったという実例もあるんで、そういうことができないのかなと思ったりし

ます。あるいは、これからのことですから、景気が少し上向いてきたのかも

しれませんが、先日の知事の再選出馬への意気込みの話の中でも、将来にわ

たって山梨の可能性がリニアやさまざまなことで少し価値が上がる。そうい

うことをやっぱり思いっきり集約をしていただいて、公募も２カ月ですか、

大変厳しいと思いますけれども、それがだめだったらどうしようとか、そう

いう矢継ぎ早の施策といいますか、方策を考えていっていただきたいなと思

っていますが、そういったところについてどうでしょうか。 

 

市川知事政策局次長  その点につきましては、平成１８年度ぐらいから自治体でネーミン

グライツを導入し始めたんですけれども、それ以前はネーミングライツ料の

算定ですとか、募集の方法といったノウハウがありませんでしたので、その

時期に導入をした県では、数県なんですけれども、広告代理店に委託をした
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という事例がございます。その後、ネーミングライツの導入が各自治体に広

がってきましたので、算定の方法ですとか、導入のノウハウなどが確立をし

てきたということがございます。 

  それから、広告代理店などに委託をすれば、当然、委託料というものがか

かり、ネーミングライツ料から委託料が差し引かれるような形になります。

その委託料は決して安いものではありません。それと、県によってネーミン

グライツを導入しているところを見ますと、大体、地元の企業がスポンサー

になっているということがございますので、全国的な広告代理店のようなと

ころにお願いすると、ちょっとなじまないというところもあるなどありまし

て、今のところ自治体で委託をしてスポンサーを決定するということは、ほ

とんどのところでとってないという状況がございます。こうした状況から、

本県の広告代理店や命名権に関するコンサルティング会社があるというこ

とは承知をしておりますけれども、今回、自前といいますか、何とかぜひ頑

張って導入に向けて進めてまいりたいと考えております。 

   

        （外部評価について） 

樋口委員  ヴァンフォーレもきのうは０対０で引き分けでしたけれども、J１昇格の

可能性が非常に高くありますから、また民間の情報も十分とりながら、導入

に向けて頑張っていただきたいと思います。 

  続けて、また市川次長のところで申しわけないですけど、行政評価アドバ

イザー会議(外部評価)、９月１０日・１１日・１２日でやりましたけれども、

これはいつから始めて、あるいは、公にしたのは今回が初めてだと思います

が、これも毎年やっていることですが、どのようにやってきているのか教え

てください。 

 

市川知事政策局次長  行政評価の中の外部評価という形になります。実質的効果につきま

しては、行政評価を導入しましたのが平成１１年度からですが、外部評価を

導入し始めたのは平成１６年度からでございます。その際には委員会という

形で、評価をさまざまな視点でしていただいたということで、外部評価自体

を今年度初めてやったというわけではなく、今までもやっていたということ

でございます。今年度につきましては、その外部評価にかかわりまして客観

性とか、透明性というものを高めるという目的で、公開という形を初めてと

ったところでございます。そして９月１０日・１１日・１２日の金・土・日

の３日間、公開の場で４６事業の評価を行いました。 

 

樋口委員  少し前は政策アセスメントとか、いろいろなやり方をして、内部で、ある

いは、その後、外部ということがありますけれども、大体ボリューム的には

この３日間ぐらいで、今までもやってきたんですか。 

 

市川知事政策局次長  今年度は公開ということがありますので、１事業大体２５分程度と

いう形でやっておりますので、３日という設定をいたしましたけれども、今

までは行政評価アドバイザーに、それぞれの事業課とのヒアリングをしたそ

の結果というものを、調書をもとに説明をして、そこで評価をしていただい

たという形をとっております。会議としましては１日で済ましております。 

 

樋口委員  このほかには外部監査も委託をしていますよね。それとの関連性について

ちょっと教えてください。 
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市川知事政策局次長  行政評価につきましては県の主要施策ですとか、さまざまな事業の

中で対象の事業を絞っております。それというのは、県全体の事業のうち人

件費ですとか、それから、公共事業の関係などを除いた１ ,２００事業ぐら

いが行政評価の対象になっております。包括外部監査の対象というのはまた

全然違いまして、それぞれの監査人がそのテーマを選定するということにな

っておりまして、今年度は試験研究機関の１０施設を評価をするということ

で、評価の対象が全く異なります。 

   

樋口委員  ちょっと質問がずれて済みませんでした。わかりました。 

  公開という意味で言うと、実施をすると決めて、県民にはもっとずっと早

く周知しているのかな思っていましたが、僕が教えていただいて知った日が

余りにも遅過ぎて、秋の金・土・日ということもあり見にいきたいけれども、

見にいけないということがあったり、あるいは「県庁でやるの？」という質

問も受けたり、なかなか県庁に仕事に来る人は大勢いますが、一般県民の方

にとっては敷居が高いようなことも言われております。今回、初めてそうい

うことをやりましたけれども、今後続けるということであれば、そういった

ことも考慮に入れていただきたいなと思っています。かなり多くの方からそ

のように言われましたが、その辺についてはどのようにお考えですか。 

 

市川知事政策局次長  ただ今の質問で議員の方々にお知らせしたのが、確かに遅いという

お話はございました。一応、この公開の場で外部評価を実施するということ

は、９月１０日から始めますということで、そのあたりからさまざまな県広

報を使いまして措置をいたしました。それから、パブリシティも活用しまし

て、新聞ですとか、テレビのようなものに取り上げていただきまして実施を

しました。ただ、これが遅いかどうかということでございますけれども、余

り早く周知をしても、ちょっとうっかりしてしまうということもあるのかな

と考えていまして、ちょうど１０日ぐらい前に周知をするというのが、適当

なのかと判断をした次第でございます。 

  それと、県庁で開催したということにつきましては、まずは経費というこ

とを考えまして、県庁の会議室で開催しました。ただ、今後はどうかという

ことはちょっと幾つか課題もございましたので、今後どういう形でやってい

くかということを今からなんですけれども、同じような形で外部評価を公開

で行うということになりますと、会場とかそういうことについても、もう一

度検討していかなければならないと考えております。 

 

樋口委員  わかりました。そして、中身ですけれども、３人の委員の方々が、対象事

業に対し「続ける」、「続けない」、あと、「縮小する」といった３つの御意見

を出されたと思うんですが、それを受けて行政改革推進課として、あるいは

知事政策局としてどのように持っていって、どういうスケジュールで、次年

度の予算に反映していこうというお考えか教えてください。 

 

市川知事政策局次長  今回の外部評価の結果を踏まえてということでありますけれども、

評価の内容を十分にこれからまた検討をいたしまして、１０月末までに知事

政策局が行う２次評価に反映をさせてまいります。それから、各事業担当課

ではその２次評価を踏まえまして、次年度の事業を検討して予算要求に備え

る。その後、予算編成作業の中で事業の縮小ですとか、統合、それから、実

施方法の変更といったような形の見直しが行われることになります。それで

県のホームページにおきまして、２次評価を決定したその内容、それから、
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３月末になりますけれども、予算にどのように反映をしたということは、ホ

ームページで公表をすることとしております。 

 

樋口委員  ことしの年明けに、たしか財政課の方から、各課からこういう予算が要望

されているというようなものが、初めて公になったと記憶をしております。

今、次長がおっしゃられたように、これから２次評価をして各課に落とすと

いうことでありますけれども、そこから財政課が２次評価の結果を踏まえ査

定し、その後の年度末の議会の中で予算建てが出てきて予算案として出す。

その前に例えば私たち議会にその間のどこかで、そういった中身について提

案といいますか、報告といいますか、そういったことをしてもらうような機

会はつくれるんでしょうか、つくれないでしょうか。 

  というのは、やはり年度末議会での議論になりますと、予算案はほぼ固ま

ったものになりますから、その中での議論、それももちろん大事ですけれど

も、その前にまたこの外部評価、あるいは２次評価の中でこのように考えて

いるんだとか、あるいは、ずーっとそれぞれの会派、それぞれの議員が訴え

続けてきたことが、どう予算に反映されているのかとか、県民も外部アドバ

イザーも考えている、知事政策局も考えているんだな、考えてないんだなと

いった評価ができる。そういったところで、何かフィードバックといいます

か、自分たちも自分たちなりに、自分たちの持っている政策、予算要望の重

要度というか、何というか、達成が可能なのかどうかというようなことも勉

強させていただいたり、あるいは、さらに県議会の中で追求していくことが

可能かなと思っているわけでありますが、ちょっと質問が大ざっぱになりま

したけれども、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

市川知事政策局次長  今の御質問でございますけれども、最終的には議会の議決というよ

うな形で議員の方々には内容について審査をしていただくという形をとっ

てございます。ただ、その前にというお話ですので、ちょっとその辺につき

ましては検討をさせていただきたいと思います。 

 

樋口委員  いずれにしましても、例えば国では事業仕分けがされて、逆に仕分け作業

があのように脚光浴びるといいますか、大きく取り上げられていますが、じ

ゃ、国会の中で予算委員会って一体何なんだと。集めたものをどう使うのか、

どう予算建てするのかを決めるのが予算委員会なのに、何でもあり、すべて

スキャンダルとか、政治とかいうものになって、本来、予算委員会でやるべ

きことを事業仕分けの中で、やっているんじゃないかという議論もありまし

て、ぜひまたそういったことを委員会の場だけじゃなくて、またいろいろな

機会で議論をさせていただいて、企画県民部や知事政策局の方で考え方を教

えていただきたいなと思いますし、また前向きに御検討いただきたいなと思

います。 

   

        （産業振興ビジョンについて） 

小越委員  まず産業振興ビジョンについてお伺いします。この前、産業振興ビジョン

の会議が２２日に、３回目が開かれたんですけれども、今後のスケジュール、

ことし、今年度中にこの産業振興ビジョンをまとめて、どのように生かされ

るのか、今後のスケジュールと、それから、今後の政策への生かし方、どの

ように反映させる予定なのか、まずお聞かせください。 

 

松谷政策参事  産業振興ビジョンの策定スケジュールの御質問だと思いますが、今、委員
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がおっしゃいましたように、検討委員会を開催中でございます。既に３回や

っております。その間に各部局、産業振興にかかわるいろんな部局がありま

すが、そういうところでも作業部会とか、検討会、そういうことをいろんな

生の声を聞けるようなシステムの中で、検討しているという状況でございま

す。 

  今後でございますが、１１月の初旬を予定しておりますが、次の検討委員

会がございまして、その後、県として中間報告、その中間報告にどんな形で

出せるかどうか、ちょっとまだ検討中でございますが、成長分野と、成長性

のある産業の方向について、ある程度示していきたいと思います。そして、

最終的な検討委員会を開催して、本年度中には産業振興ビジョンを策定しま

す。 

  それから、支援策につきましても同時並行といいますか、作業部会とか、

そういったところでどんな施策ができるのかというものを、同時並行で検討

しておりまして、それの反映については来年度以降の施策の中に取り入れて

いく。それが次の総合計画、現在のチャレンジ山梨行動計画ですが、これが

本年度で終わりますので、その次の総合計画に反映するのか、また、そのビ

ジョンの中でお示しできるか、その辺は、今、検討中でございます。 

 

小越委員  それで、産業振興ビジョンについて６月２８日の経済財政会議の議事で取

り上げられております。産業振興ビジョンの委員の先生方は大学の先生がほ

とんどで、学術的立場の先生だと思うんです。経済財政会議は山梨県内の産

業に携わっている社長さんですとか、取締役の方とかいうことで、ちょっと

立場が違うのかなと思うんですけれども、この経済財政会議の中では産業振

興ビジョンについて、総花的であるという記述があったり、この成長分野に

出されているものは、別に山梨県でなくて国でやっている成長分野と同じだ

し、ほかの県でやっているのと同じで、逆にほかの県でも取り上げている成

長分野であれば、競争の中で山梨県が果たしてここをターゲットにしていっ

ていいのかということも含めて、かなり手厳しい御意見も出されているんで

すが、それについてはどのようにお考えでしょうか。 

 

松谷政策参事  産業振興ビジョンにつきましては、確かにおっしゃいましたように、検討

委員会の中で、それぞれ専門的なお立場からの検討をいただいています。そ

れで、いろんな方々から御意見を伺うということで、経済財政会議、それか

ら、総合計画審議会、それから、東京でやっている東京懇話会というもので

も御意見をいただいています。それぞれ違った立場からいただいておりまし

て、委員おっしゃるように、そもそも国の成長戦略というか、そういうもの

があるんだから、当然そこから逸脱できないんだから、その中でやればいい

んじゃないかとか、そういった御意見なんかもありました。しかし、それぞ

れそういった相反するというか、意見の中にもせっかくつくるんであれば具

体的に示しなさいよとか、全体がネガティブな目ではなくて、１つでも中小

企業の皆さんにヒントになるようにといった御意見がありました。そういっ

たことですので、いろんな御意見を伺った中で、検討委員会も含めてですが、

そういった意見を参考に県としてビジョンを策定したいと思っています。 

 

小越委員  ということは、産業振興ビジョンの答申、諮問じゃないかもしれませんけ

ど、今年度中に出されるものが、今後の山梨県の成長分野の政策に、ほぼそ

こに進んでいくのかなと、経済財政会議やいろんな方の意見ももらって、産

業振興ビジョンをつくられていくと理解します。産業振興ビジョンの中で、
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今後、成長が見込まれる分野というのを、先日、検討委員会の先生方が出さ

れた中で、成長性がマルがついているところとついてないところもあるんで

すよね。成長性にマルがついているところと、ついてないところのこの扱い

はどうなるんでしょうか。 

 

松谷政策参事  ３回目の検討委員会につきましては、いわゆる一般的に言われている成長、

今、市場が拡大してきたような環境とか、それから、健康とか、そういった

分野が大体５つから６つぐらいを、さらに細かくという言い方は変ですけれ

ども、健康食品とか、エネルギーとか、そのように区分しながら、そのとき

はおおむね２９ぐらいの領域というか分野に分けて御議論いただいたと思

います。ただそれだけを検討委員会の中で、資料としてお示ししてもあまり

議論にならないだろうということで、とりあえず県のポテンシャルというか、

山梨県というものの地理的というか、地域特性とか、それから、産業界の持

っているポテンシャルみたいなものを加味した中で、事務局としてこれはか

なり有望ではないかというようなものにマルをとりあえずつけて、それ以外

のものは議論をいただきたいという感じで、特にマルがついているからとい

って、それが直ちにすごい有望だとか、そういうことではなくて、先生方の

専門的な視野というか、御意見を伺いたいきっかけとして、マルをつけてい

るだけでして、それがすぐ次の成長分野になるかというと、そうでもないと

いうことでございます。 

 

小越委員  でも、産業振興ビジョンの今後出される中間取りまとめが今後の山梨県の

産業育成に大きくかかわるという中では、例えばこの中で半導体製造のとこ

ろ、それから、情報産業のところはいっぱいというか、ほかに先駆けてコン

テンツ産業が起きる環境にはないとか、大都市圏立地型の産業であり、ソフ

トパワーとして走り抜ける山梨独自のコンテンツ産業はない、これ、情報と

かＩＣのことですけれども、それから、半導体のところですよね。半導体の

ところは、大型買いかえをするため沿岸部の平地とか、そういう内陸部の本

県は不利ということになりますと、今、山梨県でこの間やってきた情報産業

ですとか、半導体とか製造業の産業構造から、少しそこは引いて違う方向に

やっぱり向かっていくというような、そういう考えなんでしょうか。 

 

松谷政策参事  一応、そういった御意見を伺うために、事務局としてそういったデータと

いうか、資料としてそういうものをお示ししたんですが、情報の産業も、い

や、コンテンツばかりじゃなくて違うのもあるのではないかとか、それから、

半導体だって、いやいや、まだまだ山梨県でもっと成長性があるんだという

御意見も、３回の検討委員会の前に、２回目か１回目のときにそういう御意

見もありましたので、そういったものもまた実際に策定する際には、そうい

う意見を十分反映させたものにしたいと思っております。 

 

小越委員  山梨県の産業構造を外需頼みの輸出依存から内需へ、このアンケートの中

でもいみじくも中小企業の皆さんが期待されているのは、この地域の中で好

循環を果たしていくというのが、第１番のアンケートの結果になっています

よね。ヒト・モノ・カネ、情報が地域内で好循環を生み出し、雇用創生が図

れる産業や産業群をつくる。これは中小企業の皆さんの外に打って出ること

もそうですけど、この山梨県内の、あるいは日本の国内の中での好循環と雇

用創出を満たすというところを、中小企業の皆さんは一番今後の産業の発展

構造として見ているのであれば、この産業振興ビジョンの審議の中でも、ぜ
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ひそこを生かしてもらって、今までの産業、垂直型の下請製造業一辺倒では

ないような産業構造にやっぱりしていかなければまずいんじゃないかと思

っております。 

  それで、１点聞きたいんですが、この産業振興ビジョンは先ほど中間取り

まとめがあると言ったんですけれども、県民の皆さんにこういう方向ですと

か、今こういう状況になっているということをお知らせしたり、パブリック

コメントをしたり、やりとりというのはどこかあるんでしょうか。 

 

松谷政策参事  検討委員会も今までも一応公開ということになっておりまして、席もちょ

っと県職員、県職員といいましても、産業振興を越えたいろいろな業務にか

かわっている職員が、聞きにきていいですよということを私どもの部局も言

っていますので、そういった職員が結構多いんですが、席も５０席以上用意

してありまして、一般の方が来ていただけるスペースも、ほかの審議会等に

比べれば多いと思っていますが、それはともかくとして、中間取りまとめの

前にパブリックコメントというのはちょっと考えてないんですけれども、策

定をする前には県民の皆さんに、パブリックコメント等で御意見をいただき

たいと考えております。 

 

小越委員  それで、先ほど傍聴席が５０席もあるというお話しだったんですけれども、

例えばこの産業振興ビジョン３回開かれまして、マスコミの人を除いて傍聴

には何人いらっしゃったんでしょうか。 

 

松谷政策参事  どういうレベルの方を一般の方というのかがちょっと判断しにくいんで

すけれども、県職員以外ですと若干市町村の関係の方とか、業界の関係の方

というのはいらっしゃったと思うんですが、正確に何人とはちょっと把握し

ておりません。 

         

小越委員  それで、次の話題に行くんですけれども、そもそも山梨県でいろんな審議

会とか、委員会とか、きょうの議会もそうですけれども、公開されています

よね。市民の皆さん、住民の皆さんに広く公開していくということでやって

いるんですけれども、きょう何が行われているのか、きょうどこでどんな審

議会が行われて、公開されているのか、それはいつまでに行くのかというの

を、知るすべがほとんどないと思うんです。この産業振興ビジョンもたしか

９月２２日にあるというのは、私もテレビの報道で知りました。ホームペー

ジの組織からというところをクリックしても、この産業振興ビジョンをどこ

の課で所管しているかわからないため、普通の県民にはなかなかわかりにく

いと思うんです。ホームページのところにどのくらいこの審議会や委員会や、

傍聴できるものが今回こういうのがありますよということを、お知らせをど

の程度やっているんでしょうか。 

 

松谷政策参事  私もちょっと勉強して、知ったんですけれども、審議会、これは私どもが、

今、所管している検討委員会、ビジョンの検討委員会、審議会、正確には附

属機関ではないんですけれども、その機関に準ずる会議の公開には指針が出

ておりまして、この中に会議の１週間前には開催日時とか、開催場所とか、

議題とか、公開・非公開、傍聴の席というようなものを出しなさいよという

ことになっておりまして、ホームページ等から見られるということになって

いるはずでございますが、委員のおっしゃるようにホームページがたどりに

くいというのは、ちょっと私どもの範疇ではないかもしれませんが、ただ、
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以前は私の記憶によると審議会一覧みたいなのがあって、そこから見れたよ

うな記憶もありますが、それはちょっと定かではございません。 

 

        （県ホームページの管理について） 

小越委員  それでは、ホームページの管理のことを聞きたいんですけれども、山梨県

のホームページが３年くらい前に変わったんですが、ほかの県に比べまして、

ほかの県庁のホームページのトップページを見ますといろんな情報がかな

り載っております。山梨県の場合は「組織から探す」をクリックしないと、

例えば生活保護のこととか、先ほどの産業振興ビジョンをいつやるのか、そ

ういうのが一覧表で出てこないんですよね。暮らしについてというのをクリ

ックするとか、一覧表にいろんな暮らしのお問い合わせが載っているのが、

普通、ほかの県なんですけど、山梨県のホームページは非常に県民にとって

使いづらいというか、富士山の写真は載っているんですが、県民にとって非

常にわかりづらいと思います。ホームページの管理、トップページをだれが

管理しているのか。その下の組織から入っていくいろんな部のあのホームペ

ージ、だれが管理しているんですか。 

 

堀内知事政策局次長  ホームページの管理はどこでやられているのかという御質問でご

ざいますけれども、県のホームページというのは全ページとると２万５ ,０

００ページございます。トップページ以下、母屋というか、主要な骨組みみ

たいなところを私どもの広聴広報課、２,０００ページになりますけれども、

管理しております。そのほかの残りの二万数千ページについては、各所属で

管理をしているという状況でございます。 

   

小越委員  それで、非常にわかりにくくて、トップページの半分が富士山の写真が載

っていて、あと下にトピックスとか、新着情報があるんですけど、私がこの

情報を知りたいと思って検索しない限り出てこないんですよね。山梨県、今、

こういうことをやっていますよとか、こういうことを審議会やるので傍聴に

来てくださいということが伝わってこないんですよ。図書館に行って本を見

て「あ、こういう情報があるんだな」というふうに見るのではなく、私はこ

の本を知りたいからくださいというふうにしない限り出てこないんです、山

梨県のホームページは。長野県も静岡県もほかの県のページも見ましたけれ

ども、静岡県も神奈川県も富士山はありますが、あんなになくて、暮らしと

か、教育とか、環境とかって中に細かく書いてあるんです、いろんなお問い

合わせ先が。こういうことはどうしたらいいかと、そして、そこをクリック

すると出てくるんです、いろんなものが。 

  山梨県の場合は、県民が、この産業振興ビジョンを知事政策局でやってい

るというのは、普通わかりません。広聴広報課がホームページを所管してい

るということもわかりませんよね。そうなると、もっと県民に使いやすくす

るためにトップページを充実させて、暮らしのことですとか、いろんなお問

い合わせですとか、そういうのを少しつけたらどうかと思うんですがいかが

ですか。 

 

堀内知事政策局次長  先ほどリニューアルをしたとおっしゃいましたけれども、２１年２

月にリニューアルをいたしました。そのとき大きく掲げたものが４つござい

ますけれども、利用者の視点に立って使いやすいサイトにしよう。山梨らし

さを表現できるようなサイトにしよう。ユニバーサルデザインの向上を目指

そう。そのほかセキュリティーも強化しようということで立ち上げたサイト
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でございます。確かにいろんな使いようがありますので、県民全員の方にと

って使い勝手がよいというのは、全員の評価というのはなかなか難しいかな

と思いますけれども、そのときに階層をつくりまして、大きな窓口から順番

に絞り込んでいくというシステムにいたしました。トップページの上には検

索ができる窓がございまして、例えば産業振興ビジョンの検討会というワー

ドを入れていただいて検索をしていただければ、それに関するサイト内の情

報というのは一覧できるということでございますし、昨年、民間の日本ウエ

ブ協会というのが主催した、こういったサイトのコンテストがございまして、

本県のサイトはアクセシビリティの部門、使いやすいという部門で最高位を

とりまして、総務大臣賞もいただいておりますので、使いにくいということ

は一般的にはないものと、外部からもそういう評価をいただいているという

状況でございます。 

 

小越委員  それでは、お聞きします。先ほどの山梨県で公開されている、委員会や審

議会に何人の方が今まで傍聴されたんでしょうか。大体平均１０人とか３０

人とかって傍聴の人数って決められていますけど、例えば１０人傍聴席あり

ましたときに、どのくらい今参加されているんですか。平均何人とか、そう

いうのはわかります？ 

 

堀内知事政策局次長  こういった会に何人の方が傍聴で出席されていたかというところ

を、確認までは私どもの課ではしておりません。 

 

小越委員  開かれた県政というのであれば、もっと皆さんにこういうことをやってい

るんだということを言わないと、さっき産業振興ビジョン検討委員会は傍聴

席が５０席もあるというけど、果たして何人いらっしゃったのかなって思う

んですよね。知らないでいるんです。それはホームページに載せましたとい

うかもしれませんけど、ホームページでそこにたどり着くまでには、何回も

クリックしなければいけなくて、産業振興ビジョンという言葉がわかってい

る人は検索して入るかもしれませんが、産業振興ビジョンとは何で、今、こ

ういうことをしていてということが、そのトップページから見ない限り行け

ないわけですよね。やっぱり開かれた県政となれば、それは観光的には非常

にわかりやすくて、ホームページにはいろいろ観光資源も入っています。だ

けど、県民にとってみて開かれた県政という立場であれば、もう少しそこの

ところを、とりわけいろいろ皆さんの御意見を聞く場がありますよというこ

とは、こちらからやっぱり広く訴えてアクセスをしていかないと、ただやっ

ていますから来なかったのは、知らなかったからだとはいかないと思います

ので、ぜひそこは審議会や委員会の傍聴のニーズも把握してもらいたいと思

います。 

 

( 休  憩 ) 

 

        （リニア中央新幹線について）  

小越委員  次にリニアの話です。先日もリニア中央新幹線に関するパブリックコメン

ト結果報告をいただきました。それを見ますと、パブリックコメントで何と

山梨県は、１１件しかパブコメの意見を出した方がいないということで、山

梨県全体とするとこれについては余り盛り上がってないのかなという気も

したのがまずありました。 

  質問させていただきます。リニアの問題ですけれども、今、南アルプスを
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貫くルートということが出ておりますが、全体の距離の中で、貫通するとな

りますとトンネル部分がかなりあると思うんですけれども、トンネルは全体

の中の何％ぐらいを占めることになるんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  南アルプスルートと言われております東京と名古屋を南アルプス

を結ぶ直行ルートで計算いたしますと、全長が２８６キロメートル。そのう

ち、トンネル区間は２３２キロメートルくらいではないかと見ております。

大体８割ぐらいと考えております。 

 

小越委員  ということは、ほとんどがトンネルでリニアが抜けるということになると

思うんですけど、そうしますとね、例えば山梨県内に駅を１つはというお話

になりますと、駅は地上ではなく地下ということも考えられるんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  中間駅につきましては、地下駅と言われているところもありますけ

れども、本県の場合は地上駅とＪＲ東海からは説明を受けております。 

 

小越委員  それで、トンネルを掘っていくところで、南アルプスの方がいろんな国立

公園ですとか、長野へ抜けるとしても自然環境の問題があると思うんですが、

とりわけ、私、よくわからないですけど、糸魚川静岡構造線が入ったり、断

層地帯も通っていく中では、トンネルを抜けていく中ではかなり技術的に困

難ではないんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  現在、交通政策審議会でその技術的な問題、それから、今、委員の

お話しありました南アルプスルートのトンネルの問題、こういったことにつ

いては、専門家の間でしっかり議論がされておりまして、その上で結論が出

されるものと考えております。 

 

小越委員  トンネルになりますと、その断層地帯を通ったり、構造線のところを通っ

たりしていきますと、かなり技術的にも単なる掘り進むだけだはなく、地盤

の問題ですとか、地震があったときとか、あと水の問題ですよね。土壌汚染

ですとか、水が枯渇したらどうかということを含めると、かなり大変な工事

になると思います。そうすると、大体事業費が５兆円とか言われていますけ

ど、もっとかかるんじゃないでしょうか。１キロメートル当たりお幾らぐら

いと思っているんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  ＪＲ東海の試算ですけれども、南アルプスルート２８６キロメート

ルの総事業費、これは５兆１,０００億円と言われております。今の委員の

お話にありましたトンネルのことも、あるいは地下駅のことも含めての積算

でございますけれども、その金額自体についても交通政策審議会の中で、そ

の実現性等が議論されておりまして、妥当な数字ではないかと言われており

ます。 

  私、思いますのに山梨のリニア実験線、これが約４２.８キロメートル、

この南アルプスルートと比較すると約７分の１の長さのわけですけれども、

この４２.８キロメートルの建設工事の実際の金額が約３,０００億円です。

したがいまして、単純に７倍すると２兆１,０００億円ということなんです

けれども、そういったことから推測しても、５兆１,０００億円というもの

がそんなに外れた数字ではないと考えております。 
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小越委員  ４２.８キロメートルで３,０００億円ということで、その７倍の２兆円で

すけど、こっちは５兆円ということで倍以上かかっているわけですよね。そ

うすると、そんなに５兆円が妥当か、もっとかかるような気がするんですけ

ど、それが都市部に行きますともっといろんな地下鉄もあったり、地下鉄の

ところでそこは地表へ出できたりするとなりますと、このトンネルを抜ける

のも大変なので、山梨のときの単価とはまた違い、都市部のところはもっと

単価がかかってきて、５兆円では済まなくなってくるんじゃないでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  この５兆１,０００億円については、交通政策審議会の中でもＪＲ東

海の計画について審議がされております。ということで、その数字について

審議会として、実現可能性のある妥当な数字だということを議論されている

わけでありますので、私がそれに対しておかしいとか、そういうことを言う

立場ではありませんので、そういうことでお考えいただければと思っており

ます。 

 

小越委員  それはＪＲ東海が負担するといえばそうですけれども、ＪＲ東海がうまく

いかなかったときどうなるのか心配です。 

  その前にもう一つ、山梨の場合は地上駅ということですが、地下の駅にし

ますと多分もっとかかると思うんですよね。地下の駅というのがいっぱいあ

りますと、この５兆円がもっとのしてくると思うんですけど、山梨の場合は

地上駅とすると、３００億円とか２００億円とか出ているんですが、その駅

の前後、それから、取りつけ道路というか、アクセス道路、それを含めると

どのくらいのことをお考えなんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  先ほど５兆１,０００億円の内訳なんですけれども、ＪＲ東海の説明

では、いわゆるターミナル駅、東京とか、名古屋とか、そういったところの

地下駅、こういった費用も全部入っております。ただ、抜いたのは、ＪＲ東

海の主張として地元が負担すべきだという中間駅、この部分の費用だけが抜

いてあるけれども、そのほかはすべて入っているというのが５兆１ ,０００

億円の内訳となります。それにつながる関連公共等の事業費については、こ

れは今の時点では何とも申し上げられません。 

 

小越委員  例えば、今、地上駅をつくるのに大体３００億円とか２００億円かかると

言われており、それは該当する県なり市町村の負担というお話なんですけれ

ども、それは例えば甲府市になった場合は、甲府市と県が負担するというこ

とでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  中間駅の費用負担については、６月４日の交通政策審議会で知事が

本県の考え方を主張いたしましたが、それはＪＲ東海は中間駅については線

路部分だけは自分でつくるけれども、それ以外のものは全部地元負担だとい

うことなんですが、それはおかしいよということを言っているわけです。と

いいますのが、線路以外にもホームですとか、駅長事務室、それから、改札、

まさに駅施設と言われているものがいっぱい含まれているわけですよね。そ

の部分を地元が負担しろというのはおかしいじゃないですかと、まさに駅の

施設なんだから、その部分はＪＲ東海が持つべきだといった主張をしており

まして、他の県もＪＲ東海の地元負担ということについては異論がたくさん

ございます。したがいまして、山梨県はみずからの主張、それから、ほかの

県とも協働しながら、ＪＲ東海のその負担についての考え方については今後
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も協議をして、なるべく県民負担を少なくするという方向で対応していくつ

もりでおります。 

 

小越委員  もう一つ、地上駅ということになりますと、駅をつくるに当たってその用

地買収ですか、例えばそこに住宅があった場合とか、畑があった場合はどい

てもらうんですけど、その移転補償はどなたが見るんですか。 

 

矢島企画県民部次長  地上駅は恐らく線路上に乗っかるものですから、線路上の用地につ

きましては、これは事業主体であるＪＲ東海ということになろうかと思いま

す。 

 

小越委員  やっぱりそれはこちら側から駅の負担は山梨ではなく、ＪＲ側がつくるも

のですからＪＲが負担してもらうのが筋だと私は思います。そうでなかった

ら、何のためのリニアなのかなという気がするのが１つあります。 

  それと、リニアが来るとバラ色の話がいっぱい出ていて、そこが本当にそ

うなのかちょっと疑問もあったり、心配している方もたくさんいらっしゃる

んです。先日もたしかリニアが来て大丈夫かという市民団体の皆さんが、集

会を開かれたりもしていたんですけれども、その中でもおっしゃっています

が、例えば、今、山梨県から品川まで１５分、２０分で行けるようになると、

向こうから来れるけれども、こちらからも行けるとなりますと、ストロー効

果でここにある各甲府支店、それから、関東の支店というのが全部東京に行

ってしまうのではないかということで、逆に産業・経済が衰退してしまうん

ではないかという意見もそれなりにあるんですが、その意見はいかがでしょ

うか。 

 

矢島企画県民部次長  確かにストロー効果ということを懸念する意見もございます。ただ、

私はリニア中央新幹線が山梨県を通るということになれば、大変大きなプラ

スの効果というものが絶対にあると考えております。これは、歴史が証明し

ていると思うんです。といいますのが、山梨県というのは山に囲まれた県で

ありまして、この山梨県がこれまで発展してきたタイミングはどういうとき

かと見てみますと、やはり外と交通機関が結ばれたときなんですね。第１の

山は明治３８年の中央本線の開通、第２の山は昭和５７年の中央道の開通と

いうことだと思います。いずれもそれを契機に山梨県が大きく発展したとい

う歴史がございます。まさにリニア中央新幹線もこの第３の山になると考え

ております。 

  ただ、通れば何もしなくてもバラ色の未来が待っているというような幻想

は私は持っておりません。やはりその圧倒的な時間短縮効果という、ほかの

県にない山梨県のアドバンテージというものを、いかに地域の活性化につな

げていくかという、その仕掛けは当然必要なわけでありますけれども、その

ことをうまくすれば、このリニア中央新幹線というものは、山梨県民にとっ

て大変大きなプラスをもたらすものと確信をしております。 

 

小越委員  中央道や鉄道の開通によって、貨物というか、トラック、物が来るわけで

すよね。それに伴って工場の立地もあるんですけど、リニアは人だけですよ

ね、今のところ運べるのは。人が来たときに、このアンケート影響調査のと

ころでもあるんですけれども、取引先・顧客が近いことというのが、山梨県

に立地するための重要な施策、ポイントが一番高いんですよね。そうすると、

顧客が多いのは東京ですから、東京にやっぱり行くということになると、山
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梨県内から逆に出ていってしまうんではないかなという心配は、やっぱりい

つもつきまとってくると思うんです。それで、このアンケート調査もこの前

もありましたけれども、企業、それから、産業についてこのリニアによる影

響というのは、どのくらいの効果を見込んでいるんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  昨年のリニア影響基礎調査の中で、経済効果としては生産額を年額

で１４６億円引き上げるのではないかという数字が出ているわけでありま

すけれども、これは１つの仮定をした上での数字でありまして、実際はもっ

と大きなものがあると私は思っておりますが、そこは調査の仕方でいろいろ

と出てまいります。来年はさらに整備計画が決定になりますと、具体的なル

ート、駅の位置もかなり明らかになってまいりますので、その新しい情報を

もとに再度影響調査をしながら、実際にどのような効果があるのか、またそ

れをさらに生かすにはどうしたらいいのか、そういった検討を進めていきた

いと考えております。 

 

小越委員  このアンケート調査は、例えば県外企業のアンケートは回収率が１０％で

すよね。首都圏に至っては１,０００出したうち回収が１０６で１０.６、中

京圏は１,０００出して１８６で１８.６ということで、回収率１４.６の中で

県外企業のアンケートをいただいているわけで、母数が余りに少ないと思う

んですよね。中京圏に至っては関心がある企業の山梨県の位置づけって７０.

６％ありますけど、母数は１７件なんですよね。１７件でこの山梨県の立地

志向とか、経済、企業が出てくると見ていいのかなと疑問に思います。余り

に分母がというか、母数が少な過ぎて、これで県外から山梨県に立地をした

りとか、リニアで県外企業が使うと見ていいんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  アンケート対象の企業が多かったということもあるんですが、実際、

答えた企業は２９２社実数ではありますので、その中でかなりの割合で、リ

ニアができれば山梨県に進出することを検討するという割合があるわけで

ありまして、その数字は本当にある程度信頼できるような数字に近いものな

のではないかなとは考えております。ただ、来年、もうちょっと具体的な条

件のもとに、再度影響調査はしてみたいと考えております。 

 

小越委員  例えばもうすぐ中間駅の発表があるというんですけれども、中間駅が発表

されて、それに伴ってこの場所だったらどのような効果があるのか、また県

民の皆さんがどう思うのか、そういう調査はされるんでしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  まだ来年のことでまだ予算も決まったわけではございませんが、私

の今の考えとしましては、より詳細な調査をした上で、そのリニアを活用し

た山梨県の今後の戦略ですね、こういったものをつくっていくということを

しなければならないと考えております。 

 

小越委員  もしそのときに、交渉していただくんですけれども、あくまでそれは地元

負担で、駅の負担が３００億円かかると。そうなったときには、それは交渉

で今後もやっていくんですけど、そうなったときには、例えば３００億円と

いうのは県と例えば甲府だったら甲府市が負担するという枠組みになるん

でしょうか。 

 

矢島企画県民部次長  これまでの整備新幹線の場合は、全国新幹線鉄道整備法という法律
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があって、国・県あるいは市町村、こういったところの費用負担の一応ルー

ルがあるんですけれども、今回はそもそもＪＲ東海が自費で全部つくります

と、こういうことからスタートした事業でありまして、この費用をどのによ

うに負担していくのかというのは、制度上は全く初めての経験ということで

ありまして、交通政策審議会でも費用負担のあり方について議論がされてお

ります。したがいまして、今後、だれがどう負担していくのかというのは、

今ここで私が説明はすることはできません。 

 

小越委員  ＪＲ東海が自分でもうけのためにやるということですけれども、そうはい

ってももう線路をつくってしまった限りは、それを売るわけにもいかないし、

でも、今の新幹線と飛行機もあります。人口も減っていきますよね。その中

でこのリニアが５兆円、あるいはもっとかかるかも、７兆円、８兆円かかる

かもしれないのを、ＪＲ東海がペイできるのか。できなくなったときに、だ

れがそれを負担するようになるんですか。 

 

矢島企画県民部次長  ＪＲ東海の計画については、先ほど来申し上げています交通政策審

議会の中で、本当に専門家の皆さんがこの資金計画、あるいは今後の需要見

込み、設備投資の計画、そういったものが本当に妥当なのか、実現可能性が

あるのかということで、本当に慎重な審議がされておりまして、その中で、

妥当な計画だろうと結論づけられておりますので、これはやはりそれを実現

できるものだと私は受けとめております。 

 

小越委員  それがちょっと心配で、自分でもうけるためにやるんだったら、別に国の

お墨つきをもらわなくてもやればいいかなと。国のお墨つきをもらうという

場合は、もし何かあったときに今の日航のように、国が支援することになっ

たときに、この金をだれが負担するのか非常に心配です。山梨県にとってみ

ればメリットがあるものもありますけど、日本全体で見るとどうかというの

と、それが例えば山梨県で３００億円負担しなさいといったときに、私はや

っぱり県民にとって本当にそれでいいかどうかというのを、やっぱり聞いて

みないといけないと思うんです。いや、「３００億円だけど、つくりますか

ら山梨県お願いしますね」となった場合はどうするかを含めて、やっぱりそ

のお金は県の税金で、皆さんから集めた税金でやるわけですから、だれが乗

れるかというのと、幾らかかるのかと、それで産業効果がどのくらいあるか

も含めて、もしそうなった場合には県民に広く住民投票なりも含めて、検討

すべきだと思うんですがいかがですか。 

 

矢島企画県民部次長  リニアを活用した県の戦略、こういったものをつくっていきたいと

考えておりますけれども、その中には、当然、リニアを活用した基盤整備だ

とか、あるいはアクセスの内容、そういったこともありますが、当然、費用

負担ということも出てまいりますので、そういったことも含めて、これをつ

くるに当たっては広くまた県民に説明し、その意見もいただくという中でつ

くっていくべきものだと思っておりますので、そういった機会には県民の意

見を聞くということがあると考えております。 

 

        （富士山の世界遺産登録について） 

堀内委員  私の方から１点だけちょっとお聞きしたいんですけど、富士山の世界遺産

登録についてなんですが、今回、冒頭で説明があったわけなんですけれども、

もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、なぜその登録申請がなさ
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れなかったのですか。 

 

高木世界遺産推進課長  本会議で知事答弁をさせていただきましたけれども、推薦書原案は、

国へ申請するものでありまして、それが７月末ということでありました。そ

れには必要なものがありまして、その中の大きなものが文化財の指定という

ものが１点、それから、包括的保存管理計画という計画の策定であります。

それらの作業を進めるのにもう少し時間がかかるということで、１年延期し

たということであります。 

 

堀内委員  今、時間的なものがなかったということなんですけれども、その辺は最初

からわからなかったわけなんですかね。 

 

高木世界遺産推進課長  これにつきましては、昨年９月に国際専門家会議を開催いたしまし

た。その中で幾つか大きな課題をいただきました。その課題の解決に向けて

全力で作業を進めましたけれども、半年ほど時間がかかったということであ

ります。この３月ないし４月ころでありますけれども、その当時、スケジュ

ールについて延伸をすべきではないかという議論がありましたが、やはり

県・市町村、また静岡県も一緒になってやっている作業でありまして、その

時点で延伸するということは、かなり作業の遅滞を招くのではないかという

ことでありまた。ついては文化庁、静岡県と一緒になって協議しまして、ぎ

りぎりまで全力で頑張ろうということで進んでまいったわけであります。 

   

堀内委員  今回は静岡県と一緒にやっていくわけなんですけれども、静岡の方では別

に、何というんですか、問題というものはなかったわけですか。 

 

高木世界遺産推進課長  先ほど２点問題があったというお話をしました。その２点目の包括

的保存管理計画の策定ということにつきましては、山梨だけではなくて静岡

と一緒になってやっていく作業でありまして、その点につきましては静岡に

もおくれる原因があったということであります。 

 

堀内委員  今回、世界遺産の登録なんですけれども、もちろん山梨県が先頭に立って

やる面があると思うんですが、やはり地元の市町村がやるということが結構

あるわけですか。 

 

高木世界遺産推進課長  この作業でありますけれども、県と関係市町村が一体となって作業

を進めていくものであり、この作業をするに当たりましては役割分担をして

おりまして、複数の市町村にまたがるものについては県が、単独市町村の中

のもの、これは構成資産の問題で文化財指定等でありますけれども、そうい

うことについては市町村が行っていくものとして、すみ分けをしております。 

 

堀内委員  ちょっと聞くところによりますと、今までは富士五湖の水の範囲だけのも

のがちょっと広がってきたと。そこに例えば遊覧船なんかで使う桟橋という

ものが関連しているという話もお聞きしたんですけれども、その辺はどうな

んですか。 

 

高木世界遺産推進課長  委員がおっしゃったのは、湖の文化財指定の関係のことだと思いま

すけれども、国の文化財指定につきましては、河川占用等の権利者の同意が

必要であります。富士五湖につきましては３５５件ほど権利者の方々がおり
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ます。その方々のうちの多く、３２０件ぐらいが要するに河川占用の許可を

得たいわゆるボート関係の業者とかでありますけれども、その方々の中に今

回の世界遺産につきまして、御自分たちの営業が引き続きできるかどうかと

いうことについて、不安を持っている方々がおいでになるということであり

ます。 

 

堀内委員  来年の７月に向けて御苦労してもらうんですけれども、可能性とすればど

うなんですかね。申請に間に合う、そして、また登録ができるかできないか。 

 

高木世界遺産推進課長  これも先日の知事の答弁でも申し上げましたけれども、年内には文

化財指定に必要な権利者の同意をいただく。その上で作業を着実に進めて、

来年の７月には静岡と１つになって提出していくという方針で、全力で取り

組んでいくということであります。 

 

 

 

 

 

主な質疑等  総務部、出納局、人事委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局関係 

 

  ※ 第７２号   山梨県県税条例中改正の件 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第７５号    平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算の補正

額及び歳入歳出予算の総額、同条第２項歳入各款及び歳出中総務委員会関

係のもの並びに第４条地方債の補正 

 

質疑 

 

小越委員  退職手当債について２０億円発行を予定していたのを、地方交付税が当初

見込みよりたくさん来るということで、それをなしにして、相殺して、地方

交付税でその退職手当の分を賄うというか、それで充てるという理解でいい

ですか。 

 

山下総務部次長  本年度の普通交付税の決定が７月にございました。交付税総額が予想を上

回ったというよりは、私ども当初予算を検討する際に、当然ながら普通交付

税の額については予測をいたしまして、その範囲ではございましたが、当初

予算段階では今後の補正用財源及び交付税算定等、私どもの予測が万が一狂

った場合の安全を見越しまして、当初予算計上しておりますが、想定どおり

に来たということでございまして、また、先ほど申し上げましたとおり、人

事院の勧告が出たということもございまして、ここの給与費等の途中の補正
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財源、それほど持っている必要がないという判断になりましたので、財源手

当的に発行予定しておりました退職手当債の発行を、今回とりやめるもので

ございます。 

  

小越委員  ２０億円がなしになったと思ったら、退職手当とは別枠で県債を新たに７

億８,０００万円発行するということですか。 

 

山下総務部次長  退職手当債の発行をとりやめたのが２０億円でございます。そのほかに今

議会にお願いをしております公共事業の補正、５９億円余の公共事業費がご

ざいますが、その執行に要する財源といたしまして、県債２７億８ ,３００

万円の発行を予定しております。結果的に２７億８,３００万円と退職手当

債をとりやめた２０億円の差額が７億８ ,３００万円ということでございま

す。 

 

小越委員  ということは、済みません、今段階で山梨県の一般会計の県債は幾らにな

るんですか。 

 

山下総務部次長  課別説明書の総２ページの一番下の欄に計というところがございまして、

このたびの補正をお願いしているものを含めて、９１１億２,０００万円の

予定でございます。 

 

小越委員  ６月補正のところの補正予算概要を見ますと、６月補正では県債のプラス

はなく、９月のところで７億８ ,０００万円プラスになるんですよね。借金

を減らすという方向であるにもかかわらず、ここでまた新たに７億円の借金

をふやすということはいかがなものかと思っています。とりわけそれが公共

事業で道路橋梁費のところが非常に伸びています。市町村合併促進もふえて

いますけれども、やはり今の段階では借金は減らすという方向に踏み出すべ

きであって、２０億円、退職手当債を発行しなくてよくなったというのであ

れば、新たに７億８,０００万発行するのは私はいかがなものかと思いまし

て、これについては反対いたします。 

 

 

渡辺委員  済みません、起債をする場合に利率が９.０％以内とありますけど、現実

にはどのくらいの利率なんですか。その点ちょっとお聞かせください。 

 

山下総務部次長  課別説明書総２ページには、９％以内というような表記をさせております

が、現実的には発行時期にもよりますが、今で言いますと、１０年物等で１.

３とか２とかいったような利率でございます。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 ※ 第８４号   特定事業に係る契約締結の件 

 

質疑 
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小越委員  何点かお伺いします。まず一般競争入札で１２９億円で落札したとのこと

ですが、予定価格がもう少し高かったと思うんですが、その予定価格に対し

て何％だったということでしょうか。 

 

佐藤管財課長  今回、防災新館整備につきましては、昨年の９月議会で平成４０年までの

債務負担行為、事業総額２００億円の予定価格及び債務負担行為の設定とい

うのを御議決いただいております。金額比較しますと約４０％の減というこ

とでよろしいかと思います。 

 

小越委員  ということは、普通の一般競争入札でいくと、落札率が約６０％というこ

とかと思うんですけど、非常に安いんではないかと思うんですが、何でこん

なに安いんでしょうか。 

 

佐藤管財課長  ＰＦＩ事業、現在、２１年末までで全国で３６０件を超えるＰＦＩ事業と

いうのが実施をされております。国、都道府県、市町村、それぞれの事業主

体が行っているところでありますが、一般的にＰＦＩ事業、今回の場合もそ

うなんですが、設計、それから、建設及び今回の場合ですと、１５年以上に

またがります維持管理というトータルの事業として事業構築をしておりま

す。一般的にこういう一括した設計から維持管理までの検討の過程において、

事業者というのは例えば建設の方法ですとか、それから、設備にどういうも

のをそろえるかということを、トータルで検討する中でさまざまな組み合わ

せ、逆に言いますと、安い経費でどれだけ事業効果を上げるかということを、

まさしくＰＦＩ事業者のノウハウというものがここに発揮されるかと思う

んですが、そういうＰＦＩ事業者のノウハウ及びそういう発注形態というの

が、これだけ価格を引き下げというんでしょうか、事業費の減というのに結

びついたものと考えております。また、大規模な事業ですので、資材の一括

調達といったことも、経費の削減ということに結びついていると考えており

ます。 

 

小越委員  普通の低入札価格であれば、調査をするわけですよね、普通のところだと。

この場合はそのようにはならなかったということですか。 

 

佐藤管財課長  はい。 

 

小越委員  済みません、応募されているのが２つの事業体しかなかったと思っており

ます。１つは落札した清水建設さんのグループと、もう一つは大成建設、大

成建設さんの方は構成員として早野さんや、内藤ハウスさんみたいに県内の

事業者もかなり入っているんですが、２つしか応募がなかったというのは、

少ないように感じるんですがいかがでしょうか。 

 

佐藤管財課長  応募した企業グループが２グループということで、少ないのではないかと

いうお尋ねでありますが、昨年１０月に事業募集をスタートさせました。３

月３０日に募集を締め切りまして、２つのグループから提案がございました。

それぞれこれまでＰＦＩ事業として全国的に実績のある企業でありますし、

今回の提案というのもそれぞれのノウハウを活かした提案の内容であった

と思っております。ＰＦＩの募集につきましては、検討期間が長期間にわた

りますとか、あるいは、多額の経費を要するということもありまして、ＰＦ
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Ｉ事業者は非常に慎重にそのところの検討をされるということになります。

ちなみに最近の国あるいは都道府県の事例を見ますと、２社～３社というの

が応募のあった企業数で、２１年度の国の内閣府が発表しております資料を

見ますと、２１年度実績では応募者数の平均というのが全国で２.０、前年

度は２.２社のようなんですが、２.０社という結果も出ております。これら

のことを勘案しますと、今回の募集というのが必ずしも少なかったものとは

考えておりません。 

 

小越委員  そもそもＰＦＩというやり方そのものが、特に競争性の問題で２社とか１

社とか、多くて三、四社ぐらいしか入ってこないとなりますと、競争性の問

題でどうなのかなということが１つあります。それから、今回の場合は２つ

のグループのうち地域貢献、県内企業からの参加、地元経済への活性化とい

うところに行きますと、加点の方式ですけど、ここの項目でいきますと、清

水建設さんよりももう一つのグループの方が高かったことになっておりま

す。県内企業からの調達は４.５０に対してもう一つは６.０と。全体が２８.

５０と２９.２５なので、地元の企業からのこの下請、それから、資材の調

達、そういうものについて清水建設は大手ですから、山梨県内の建設業のと

ころに仕事がどのくらい行くということを確約されているんでしょうか。 

 

佐藤管財課長  何点か御質問をいただいております。済みません、先ほど最低価格という

んでしょうか、低入札ということを委員おっしゃられました。まずちょっと

そのことからお答えをしたいと思います。今回のＰＦＩ事業、建設費が２３

億円を超えるということでＷＴＯ案件に該当いたします。ＷＴＯ案件の場合

については、御案内のように、事業者、地域を特定をしない、なおかつ最低

価格等々の制限を設けないという中での競争というのが前提で、全国あるい

は世界から企業を募集するというものでございますので、そういう意味で低

価格ということに対しての一定の制限というんでしょうか、というものはな

いと考えておりますが、事業の実施を当然確保していかなければならないの

で、今回、確かに予定価格に対して１２９億円、これはもう一つのグループ

の提案もほぼ同額ではあるんですけれども、毎年、事業の実施あるいは施設

の維持管理等々につきまして、モニタリング調査を行う等々で事業の実施状

況というのを確認し、必要があればそれの見直しというのを勧告・指示する

という仕組みになっておりますので、私たちからすれば今後の事業実施とい

うのを確実なものにする、なおかつ運営というのを確実なものにしていくと

いうことを、しっかり注視していかなければならない、主としていかなけれ

ばならないと考えております。 

  それから、地域貢献のお話があったかと思います。今回、ＰＦＩ事業を実

施するに際しまして、地元経済への配慮ということにつきまして、私どもも

重要な問題であるという認識を持ち、今回の審査に当たりましては、審査項

目の中に「地域経済への配慮」という項目を新たに追加いたしました。そこ

で県内企業からの参画ですとか、あるいは資材の調達、どういうものをどの

ようにされますかということを、審査項目とさせていただき、６０点の配点

をさせてもらっております。委員がおっしゃいましたように、今回、決定し

た事業者が約２８ポイント、それから、もう一方の企業グループさんが２９

ポイントという結果でありましたが、いずれの企業も地元からの資材の調達

及び地元の雇用ということに関しましては、具体的な提案というのが内容と

して入っております。私どもとすればそれらを確実に実施していただく中で、

地域経済の活性化というのに一定の効果があると考えております。 
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  具体的な数字ということでありますが、今回、事業者決定をしたグループ

の場合、例えば建設費の７割程度を地元企業に発注をする。それから、維持

管理部分についても３割～４割程度とか、あるいは運営に関しての駐車場業

務は地元企業に発注をするとかという、個々の項目ごとに具体的な提案がさ

れております。 

   

小越委員  それから、オープンカフェですとか、幾つか独立採算で経営するところが

ありますけれども、それについてはその収入ですとか、収益の場合が見込め

なかった場合ですとか、そういうのはどうなるんですか。 

 

佐藤管財課長  今回の計画におきましては、中心市街地の活性化等への配慮も考え合わせ

まして、１階の部分に県民利用施設、商業施設の配置を計画しております。

委員からお話のあった独立採算部門というのは、私どもが呼んでいる名前で

すが「まるごとやまなし館」、それから「オープンカフェ」という、この２

つのいわゆる商業施設につきましては、独立採算を採用することとしており

ます。これはできる限り県内の物産品を販売する、あるいは県内の物産品を

資材として食品を提供するという一定の条件をつける中で、事業者のまさし

くノウハウの中でよりよく県産品の販売、あるいは情報発信等をしてきたと

いうことで、独立採算という組み立てを考えました。 

  これは全体を通じて言えることなんですが、例えば食品の安全性だとか、

いろんなことについて事業者と、それから、事業主体である県の役割分担と

いうのが、さまざまなもので出てくるかと思いますが、１つ１つの項目につ

きまして、これは事業者の負担として責任持ってやっていただきます、この

部分はそういう場合については県が負担をしますという、リスク分担表とい

うのを作成する中で、両者協議をしながら事業を進めていくということにな

ろうかと思います。 

 

小越委員  例えば駅前にはお土産を売ってらっしゃるお店もあります。喫茶店もあり

ます。そことの競合というんですか、どっちかが安いというか、入りやすい

とかなりますと、この近辺のお店と競合したり、そういう問題は出てこない

でしょうか。 

 

佐藤管財課長  今回、募集提案に当たりまして、先ほど御説明した商業施設につきまして、

独立採算事業としてまさしくＰＦＩ事業者のノウハウを活用することを前

提にしております。私どもが要求水準という形でＰＦＩ事業者に求めている

のは、本県のすぐれている物産品、これを幅広く取り扱っていただくと同時

に、魅力あるいろんな資源というものを情報発信していただきます。具体的

にこういう商品を扱ってくださいとか、こういう商品は困りますといったこ

とを、その要求水準の段階で個々具体的に決めていくものではありません。

これはまさしくＰＦＩ事業者のいわゆる事業の中で、事業者の点で考えなが

らやっていく事柄かと思っておりますが、基本的にはＰＦＩ事業の趣旨であ

ります事業者の自主性ということを、尊重することが基本かとは思っており

ます。 

  ただ、委員御指摘のように、例えば競合するような品物が出るとかいう場

合について、どこまで私どもが事業者と協議して、その部分についての、改

善といったらいいんでしょうか、取り扱いを決めていくかというのは、ちょ

っと今後の課題だとは思っております。ただ、少なくともこれから新設され

ます甲府市の新庁舎においても物販という部分が、ちょっと面積的には県の
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施設よりも小さいという計画を聞いておりますが、そういうところとの協調

ですとか、あるいは、いずれにしても地元を含めて、みんなでこの山梨の魅

力というのを発信していくために、どういう方法があるかということを、さ

まざまな角度から検討していかなければならない課題だと認識しておりま

す。 

 

小越委員  そうすると、例えば３年間、そういう縛りがあると書いてありましたけれ

ども、収益が上がらないとなると、やめたと。ＰＦＩの独立採算の部分でや

っても収益が上がらないとなると、それは例えば「まるごとやまなし」や、

「オープンカフェ」ですか、それをちょっとリニューアルするとか、やめる

とか、違うのに変えるということもできるんですか。 

 

佐藤管財課長  今回の契約というのは、県と、それから、清水グループを中心といたしま

して、今回の事業のために特設をいたします防災新館ＰＦＩ株式会社との間

で契約を結びます。恐らく事業の実施というのは、それぞれノウハウの持つ

会社さんに、一部委託をするとかいう方法が考えられるかと思うんですが、

委員御指摘のように、例えば採算性とかで行き詰るといったことがあった場

合、これはあくまでもＰＦＩ事業者の責任において、私どもが求める物販で

すとか、情報発信というのを、平成４０年３月まで確実行っていただけるよ

うに、それはＰＦＩ事業者の方で責任ある対応を求めるということは、当然

県としては出てくると思います。 

 

小越委員  １２９億円のうち完成時に５０％を支払い、残りは分割で毎年払っていく

とお聞きしたんですけれども、済みません、１２９億円のうち交付金で来る

のは幾らで、完成時に幾ら払って、毎年、毎年、幾らずつ業者に払っていく

のか。資金繰り計画ですか、それをちょっと明らかにしてください。 

 

佐藤管財課長  今回の契約の１２９億円、中身を少し分解させていただきますと、設計費

が約４億円、それから、建設費が７６億円、それから、維持管理業務が約２

６億円、運営費が１０億円、その他運営経営経費が１３億円、これが内訳に

なります。委員の今の御質問なんですが、先ほど御説明しましたように、施

設の完成時に建設費の約半分程度、５０％部分を一括分として払います。今

の予定額ですと約４０億円を超える金額になりますが、それの残余の４０億

円と、それから、維持管理とか運営経費の割賦分相当額、これを完成時の２

５年以降、約１４ .５年の間で支払うことになりますが、単純計算をいたし

ますと年額で約５億８ ,０００万円の金額を、割賦分として事業者の方に支

払うという計画になります。ちなみにこれは当初に予定しておりました予定

価格２００億円ですと、９億円近い数字になっておったんですが、単年度の

財政負担という面においても、かなり縮小されたものになっていると考えて

おります。 

 

小越委員  建設費以外のところ、維持管理・運営のところで年間５億８０００万円と

いう金額は安いなという気がします。安くて大丈夫かなという気も逆にしま

す。 

  それで、もう一つ聞きたいんですけれども、先ほど独立採算のところでは、

それはあくまでＰＦＩ事業者の責任だということになりますので、このリス

ク分担表でいきますと、資金調達の負担のところで資金調達、事業に必要な

資金の確保にかかる費用の責任は事業者ということになっていますよね。こ
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の事業者が破綻した場合はどうなるんですか。 

 

佐藤管財課長  済みません、先ほどからちょっと答弁を幾つか漏らしておったんで申しわ

けございません。財源の話をまずさせてください。１２９億円、施設の建設

費に施設整備の約８０億円の半分程度、５０％相当額をお支払いするんです

が、国庫補助金、それから、県債をそれぞれ見込んでおります。国補につき

まして、これは施設完成をしてないと実施単価、実施面積等が確定しないの

で、あくまでも現段階の見込みなんですが、１７億円程度の国補というのを

見込んでおります。これは警察施設の施設整備、あるいは防災・耐震化にか

かわります国土交通省の補助金などでございます。それから、県債といたし

まして、２０億円程度を現段階では見込んでおりますが、これらを財源とし

て一括して５０％相当額をお支払いするものであります。 

  それから、独立採算事業が破綻した場合ということで、委員の御懸念が先

ほど来からございます。私どもは繰り返しになりますけれども、事業が完成

して引き渡しを受けて、それ以降は県の施設となります。毎年、維持管理と

いうのはＰＦＩ事業者が契約の中で行っていくことになりますが、毎年、毎

年、モニタリングというのを行い、欠けている部分、あるいは、要求水準で

不備な点があれば、それについての指摘あるいは改善ということを求め、あ

くまでも私どもがＰＦＩ事業者に求めた事業内容というのを、確保するとい

うことにさせてもらっております。 

  事業者が破産した場合ということですが、ＰＦＩ事業者が出資に基づきま

して新しく会社をつくりまして事業を展開いたします。当然のことながら、

割賦分に相当するような資金というのは、民間事業者が金融機関から借り入

れて、それには恐らく事業者グループの信用ですとか、あるいは、取引先と

の契約ということが出てくるんですが、現段階におきましてその資金の調達

につきまして、会社の方からは市中銀行から適正な金利で適正な額を借り受

けるということで、契約を予定していますということを伺っておりますし、

私どもはさまざまな契約をＰＦＩ事業者が行う際には、すべてその書類を提

出していただきまして、チェックさせてもらっておりますので、事業実施の

確実性というのは、現段階においては十分にあると考えております。 

 

小越委員  もう一つ聞きたいんですけれども、これとほぼ同じ時期に入札が行われた

図書館がありますね。図書館も清水建設が落札して予定価格５９.６％と、

これと同じぐらいの低入札というか、低かったですけど、横内県政の一番の

大きい金をかける防災新館と図書館が、同じ清水建設というのはどうしてか

なと思います。偶然かもしれませんけれども、すぐ近所であり、同じ時期に

なりますので、資材の購入ですとか、清水建設にすると資材の調達が安くで

きたり、交通費とか安くなるのではないかと思うんですが、そういうことは

図書館の落札に当たって、事後ですけれども、話があったりしたんでしょう

か。 

 

佐藤管財課長  申しわけございません、図書館建設についての詳細を承知をしておりませ

ん。防災新館の整備に関しましては、先ほど来から御説明いたしております

ように、２つの企業グループからの応募があり、審査基準を定めまして、例

えば建設の確実性、にぎわいの創出、地元経済への配慮という審査項目に沿

いまして、有識者によります審査委員会によりまして審査をし、先の７月に

事業者を決定したところであります。 

  ＰＦＩ事業のメリットということにおいて、資材の一括調達ということも
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ございましょうし、先ほど御説明したように、トータルの事業計画の中でさ

まざまなコスト削減というのが行われるということがあろうかと思います。

あわせて、防災新館に関しますといわゆる公共セクターが行いますＰＦＩ事

業として、１００億円を超える金額の大規模な事業ということで、いわゆる

企業の注目、あるいは企業の競争性というのは十分働いたんではないかとは

思っておりますが、そのことと図書館の落札業者との関係につきまして、申

しわけございませんが、私の方ではお答えをしかねるということであります。 

 

小越委員  やはり、この庁舎をＰＦＩでやるということに非常に心配があります。も

し事故があったとき、破綻した場合、だれが責任を負うのか。独立採算部門

はそれは事業体の責任だというんですが、まるごとカフェ、オープンカフェ

をやるといっているけど、これはもうからないとなればそこはやめるかもし

れません。それから、ＷＴＯ案件に該当するというんですけれども、この大

きい清水建設さんが図書館も含めてとったということで、地元の建設業者か

らは仕事が本当に来るのかと、非常に心配する声が上がっています。大きな

公共事業で山梨県の建設業にとってみれば、仕事が来るんじゃないかと大き

な期待を持っていた中で、このやり方でいいのかなと思います。地元への貢

献度のところは６０点の配点ですけれども、もっと配点を大きくするという

こともできたと思います。配点は大きかったかもしれませんけど、６０点は

ほかの項目とほぼ同じですよね。地元経済への貢献ですとか、それから、例

えば木材使用の率を高めるとか、県産品を使うとか等も含めて、やはり地元

の建設業者へどのくらい仕事が行くのかって、やっぱり縛りをかけるくらい

のものでないと、山梨県全体の建設業のところへ仕事が回らないのか非常に

心配です。 

  ＰＦＩ、民間の資金活用ということですけれども、事故があった場合、庁

舎の管理費は年間５億８,０００万円ということですが、例えば維持管理の

お金がこの金額よりも高くなった場合、もっとかかる場合もあります。変動

制かもしれませんけれども、やっぱりこれしか抑えられないというときに、

今、県であれば臨機応変にできますが、民間の場合だとそこに縛られて、資

金のもとがとれない、もうからなければここをやめるということにもなりか

ねません。それがこの庁舎管理、県民の財産で果たしていいのかというとき

に私は疑問が起きますので、これについては反対いたします。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第７２号   山梨県県税条例中改正の件 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

  

 

※請願第 22- 5 号   司法修習生の給費制の存続を求めることについて 
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意見       （「採択」と呼ぶ者あり） 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で採択すべきものと決定した。 

 

 

※請願第 19-10 号  保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用 

          除外を求めることについて  

 

意見       （「継続審査」と呼ぶ者あり） 

 

小越委員  採択するべきだと思います。 

  平成１９年に受けた請願であります。何度も申し上げますが、自主共済や

マルチ共済とは全く違うものです。もうけを追求する保険会社と同じ扱いに

すれば、仲間同士の互助組織が存続できなくなってしまいます。本請願は採

択するべきだと思います。平成１９年からでも４年間このままというのはい

かがなものかと思い、ぜひ採択するべきだと思います。 

   

討論       なし 

 

採決       賛成多数で継続審査すべきものと決定した。 

 

 

 ※所管事項  

質疑 

（山梨県地方税滞納整理推進機構について） 

小越委員  では、３点、端的にお話しします。 

  まず１つ、滞納整理推進機構についてです。滞納整理推進機構は今年度ま

でということで、来年度どうなるのか、方針をまずお聞かせいただきたいと

思っております。来年度以降、滞納整理推進機構をどのようにされていくお

つもりなのかお伺いします。 

 

深澤税務課長  滞納整理推進機構のあり方につきましては、現在、市町村の担当課長の代

表等で構成します検討会において、検討しているところでございまして、１

０月中にも報告をまとめることとしております。この報告を踏まえまして、

県として方向性を出していきたいと考えております。この検討会の中で、機

構が設置以降、県と市町村の職員が共通の場で研究しながら、頑張ってきた

ところでございます。その結果、滞納整理額を見ましても、２年間２２億円

の目標に対しまして、２６億円の実績を上げているという状況でございます。

そうはいいましても、依然として全国で最下位という状況がございます。当

初の目標は達成してもまだ道半ばという状況でございます。また、全市町村

一致して、機構の継続を強く要望する声が寄せられているところでございま

す。県としましては今後とも市町村と連携した取り組みの必要性があるもの
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と認識をしております。 

   

小越委員  他県では、一部事務組合ですか、こうした事務組合にするような方向があ

るんですが、そのようなことは考えていないということでいいでしょうか。 

 

深澤税務課長  現在のところこの検討会の中では、一部事務組合等の法定組織を新たに立

ち上げるというような方向にはございません。 

 

小越委員  私はそもそもこの滞納整理推進機構はやはり廃止するべきだと思ってい

ます。何度もお話ししますが、差し押さえありきの方針が出されて、差し押

さえによって生活に必要なものまで、差し押さえられている実績もあります。

先日、市町村の担当者に研修をされたそうですけれども、徴収猶予というこ

とがあるということを、多くの県民納税者が知らないわけです。それで、前

回もお伺いしたんですけれども、窓口に徴収猶予の書類が置いてある市町村

はいくつありますか。 

 

深澤税務課長  機構では、徴収猶予を含めます納税の緩和措置について、去る８月末に研

修を行ったところでございまして、その際にその用紙を電子データで各市町

村にも配布しております。納税相談の中で該当する可能性があると思われる

場合には、市町村の方ですぐに対応できる状況になったと思います。なお、

何市町村が窓口に置いているかということについては調査をしてございま

せん。 

 

小越委員  なぜ調査をしないんですか。研修の中でせっかく徴収猶予について取り上

げたわけです。多くの納税者はこの制度を知らないと言っているんですから、

各自治体にデータではなく用紙で配布し、その自治体の窓口に置いたかどう

か、しっかり確認するのが筋ではありませんか。何自治体置いたのか確認し

てもらいたいんですけど。 

 

深澤税務課長  この納税緩和措置につきましては、当然、研修の中で市町村にも適切に運

用していくようにお願いしておりますし、市町村においても広報などで取り

上げていただいております。窓口に置いて１枚書けばすぐ認められるという

ものではありません。徴収猶予の基準もありますので、安易にとられるとい

けないということもございますので、そこら辺は市町村の方で臨機応変、対

応していると認識しております。 

 

小越委員  せっかくの制度があるにもかかわらず、ホームページにも載せないという

ことは、教えないと一緒なんですよね。徴収猶予の書類が提出されたらその

内容について調査しなければならないということに、たしかなっているはず

です。聞き取りもするとか、資産調査も聞き取りでもいいとなっていますの

で、それをこういう制度があるということを知らせない限り、多くの納税者

は知らないわけです。差し押さえをしますよと市町村から書類が来るわけで

す。滞納整理推進機構にそれを送りましたから、それは差し押さえという方

向でございますって書いてありますと、どうしていいかわからないですよね。

実際に相談したときに、そこに徴収猶予の紙があるかないかで全然違うと思

うんです。せっかくこの徴収猶予の制度があるんですから、それを各自治体

がありますということを知らせない限り、だれも知らないんじゃないですか。

自治体の職員の頭の中に差し押さえありきという方針がありますと、それは
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出さなくなってしまうと思うんです。ホームページにこういうことがありま

すよと載せるのはもちろん、そこの窓口に御相談ください、徴収猶予の制度

がありますと、少し書けばいいじゃないですか。そこに申込用紙を置かなく

ても、こういう制度がありますと書くだけでもすべきではありませんか。自

治体を調査してもらいたいんです。 

 

深澤税務課長  窓口に用紙が置いてあるかないかというよりも、市町村の職員が納税相談

をする中で、積極的にといいますか、該当しそうな場合には、それらの制度

をよく説明して、対応するように勉強しておりますので、窓口に書類を置い

ていないだけで、そのことの周知をしていないことにはならないと思います

ので、そこの辺は市町村において適切に対応していると考えております。 

 

小越委員  じゃ、徴収猶予は何件あったんですか、今まで。 

 

深澤税務課長  市町村に対して調査はしておりませんけれども、山梨市を初めとしまして、

もう既に何件か幾つかの市町村で徴収猶予しているという報告は聞いてお

ります。 

 

小越委員  何件かというのでは、件数がわからないですよ。つかんでいないし、つか

もうともしない。２件かもしれない、２０件かも、２００件かもしれない。

それはわからないということでは、徴収猶予の制度について、せっかく市町

村の皆さんが研修したにもかかわらず、それは県がやれと言っていることで

はないですよね。広く話をして「こういうのもありますよ」ぐらいで、納税

者の立場に立ってないと思うんです。それはちゃんと自治体がどのくらいや

っているのかチェックしてもらいたいと思います。それは滞納整理推進機構

が来年引き継ぐ、引き継がないにかかわらず、徴収猶予の権利がきちんとあ

るわけですから、それは自治体が納税者の皆さんにしっかりとお知らせする。

徴収猶予の件数がどのくらいあるのかわからないというのは、それは研修の

うちに入らないと思うんですがいかがですか。 

 

深澤税務課長  また機会をとらえまして、市町村の状況も調査したいと思います。 

   

        （職場の労働環境の問題について） 

小越委員  ぜひ調査をしていただきたいと思うんで、報告をぜひお願いしたいと思い

ます。 

  次の問題に行きます。次は職場の労働環境の問題についてです。このとこ

ろ涼しくなりましたけれども、夏場は非常に暑く、労働環境は劣悪だったと

思います。聞くところによりますと、庁舎は暖房・冷房一括管理だとお伺い

しましたけれども、冷房は、暖房も同じだと思いますが、何時になったら切

られるんですか。 

 

佐藤管財課長  委員の御質問であります冷房につきましての現状を申し上げます。６月の

中旬から９月の中旬までを運転期間としております。時間につきましては、

職員の勤務時間に合わせまして午前８時半から、午後は夕方５時４５分まで

を運転時間としております。 

 

小越委員  ６月中旬から９月中旬、８時半から５時４５分で一括ですよね。一括庁舎

管理されているかと思うんですけど、５時４５分以降、残業で残ってらっし
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ゃる方は、冷房がきいてないところで仕事をしているという認識でいいです

か。冬場はこの時間過ぎたら暖房がとめられるということでいいですか。 

 

佐藤管財課長  暖房につきましても１１月の下旬から３月の下旬という運用期間、外気

等々によって若干時期は異なるかと思うんですが、いずれにしましても、冷

房につきましては室温を２８度になるように設定、暖房につきましては同じ

く２０度になるように設定し、今、説明いたしました運転時間の中で運用を

しております。 

  本館を初めといたします県庁舎につきましては、経費あるいはその効率性

ということを考え合わせまして、集中管理方式という方式で空調を行ってお

ります。したがいまして、個々に所属ごとの勤務時間なり時間外勤務の状況

というのが異なる事柄に対して、個々に対応するというのが設備的に難しい

ということ、それから、できる限り勤務時間縮減ということを取り組もうと

いう考え方をあわせますと、今の運用時間ということで行ってまいりたいと

思っております。 

 

小越委員  そうしますと、例えば７月、８月、一番暑かった８月の下旬に５時４５分

以降時間外勤務されていた方は、例えば本庁ですけれども、何人ぐらいいら

っしゃったんですか。 

 

原間総務部次長  済みません、各所属で一体何人が残っていたかと言われますと、具体的に

数を把握しているわけではございません。ただ、直近の数字で申し上げます

と、２２年８月では時間外勤務の命令を受けた者というのは、１,５６０人

いるということでございます。ただ、これは１,５６０人がフルに残業を毎

日のようにやっているということではなくて、８月のうち１回でもやってい

れば、その方もカウントしておりますので、実際上、職場で何人残業してい

るというのは、ちょっとお答えできない現状でございます。 

 

小越委員  例えばきょうは涼しいかもしれませんが、きょう６時とか７時に何人庁内

にいて仕事をしているかというのは、人事課ではつかめなくても各職場でつ

かんでいると思うんです。命令を出した人といいますけれども、自主的にサ

ービス残業されている方はかなりいらっしゃると思います。県庁の電気はか

なり遅くまでついていますからね。夏の３７度、８度あった日に西日が当た

る部屋で、６時、７時に残業されているというのは、物すごく劣悪過ぎる労

働環境だと私は思います。皆さんそこにいらっしゃるのでそうだと思うんで

すけれども、それでは仕事の効率も上がりませんので、やっぱり早く帰って、

サービス残業をやめるべきだと思うんです。それにはやはり私は人をふやす

ことが一番だと思うんです。冷房の運転時間を長くしろではなくて、人をふ

やせばその分残業も少なく済むんですから、その点につきまして労働環境の

問題からも、人をふやすという方向に切りかえたらどうかと思うんですがい

かがですか。 

 

原間総務部次長  時間外勤務の縮減に向けた検討につきましては、職員の健康維持でござい

ますとか、仕事と生活との調和、いわゆるワーク・ライフ・バランスなどの

観点から、県庁全体として取り組むべき重要な課題であると認識をいたして

おります。このためこれまでも所属間、職員間の業務量の調整に配慮しつつ、

完全定時退庁日の設定でございますとか、早出遅出勤務制度の活用などにも

取り組んでまいっておるところでございます。さらに、定員適正化計画に基
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づく職員数の削減を進めておりますが、その中でも徹底した事務事業の見直

しに取り組んでおりまして、これまでにもさまざまな取り組みをしておりま

す。本年度におきましてもチャレンジミッション ’１０の各部共通の重点施

策事業といたしまして、仕事ダイエット活動の実践を続けまして、各部局長

が先頭に立って業務量の削減に取り組んでいるところでございます。これら

の取り組みを時間外勤務の抑制・縮減につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

  それから、県職員の採用の数をふやすべきだという御質問でございますけ

れども、これにつきましては本会議で総務部長の方から答弁をさせていただ

いたとおりでございますが、繰り返しになりますが、本県では将来にわたっ

て質の高い県民サービスを提供していくためには、その義務的経費の抑制に

努め、持続可能な財政運営を確保していくことが極めて重要であると考えて

おります。中でも人件費の抑制は大きな課題でございます。こうした課題、

考え方のもと行革大綱を定めまして、削減に取り組んできておるところでご

ざいます。御理解をお願いしたいと思います。 

   

        （県職員退職者の再就職について） 

小越委員  労働安全衛生基準にもちょっと抵触するような、劣悪な労働環境の中で長

時間残業されているのは、非常に職員の皆さんにとっていかがなものかと思

うんです。私はやっぱり人をふやすのが一番だと思います。 

  最後に、県職員退職者の再就職のことについてちょっとお伺いします。横

内県政になってから毎年７月ごろに昨年度の課長級以上の方が、退職された

後の退職後の状況がホームページに公開されております。ことし、２１年度

末に退職の方についてもホームページに掲載されました。それで、ちょっと

お聞きしたいんですけれども、再就職先に社団法人ですとか、財団法人、あ

るいは一般の企業もあるんですが、こういうところは再就職先の方から、こ

ういう人に来てもらいたい、あるいは県の幹部だった人に来てもらいたいと

いう、そういうアプローチがあるんですか。 

 

原間総務部次長  県を退職する時点で関係団体から要請があった場合には、適任者を推薦す

ることといたしております。 

 

小越委員  例えば１９年にある再就職先の常務理事になった方います。１年でおやめ

になって、今度は新たな方がそこのまた常務理事になりました。同じところ

の団体から来ています。再就職先のところが、１年で常務理事さんがかわっ

て、またそこで県の人に来てくれと言うのは、どうしてなんでしょうか。な

ぜそこの再就職先の、かなり個別名が出ていますけど、県の関連施設がかな

りたくさんあります。どちらかというと、今まで退職する前は例えば財団法

人・社団法人に委託をしていたとか、仕事を発注していた、そういうところ

の方々は今後は受ける方、受注先となっている場合もありますけど、それは

再就職先からこういう方が望ましいから来てくれと言われて、毎回、１年、

２年で交代する場合もあるということですか。 

 

原間総務部次長  再就職先として就職された方が１年でおやめになっているのか、３年でお

やめになっているのか、それは個々人の事情があろうかと思いますので、そ

この点につきましては御説明はなかなか難しいわけでございますけれども、

いずれ関係団体からは県職員が在職中に培った組織運営のノウハウでござ

いますとか、専門技術等の経験とか、能力を有効に活用したいという趣旨か
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ら、県への推薦の依頼があるものと認識をいたしております。ちなみに同一

の団体に過去の行った人と全く同一の職にあった者が就職していたといた

しましても、これはその方の経験等を勘案した結果、そうなったものと考え

ております。 

 

小越委員  例えば技監だった方が再就職先で、どちらかというと、委託とか、発注す

るとか、そういうところにも行ってらっしゃる方いますよね、専務とか、事

務局長とか。そこの利害関係はないとおっしゃるかもしれませんけど、どう

して、そこに関連しているところですよね、今まで退職する前の職場と非常

に関係のするところに、退職後も行っているというのが散見できるんですけ

れども、それはあくまで再就職先の方から、こういう方をお願いしたいと言

われてくるんですか。そのマッチングをするのはだれなんですか。 

 

原間総務部次長  今、委員おっしゃられたのは民間企業等に再就職したＯＢのことだと思い

ますけれども、県職員の再就職に関しては取扱方針といたしまして、山梨県

退職職員の再就職等に関する取扱要領を定めまして、平成１９年度末の退職

者から職務に関連した企業への再就職につきましては、原則として自粛をい

ただくこととしたところでございます。ただ、一方で職業選択の自由がござ

いますので、完全には強制はできないわけでございます。したがいまして、

民間企業及び県入札参加資格などを有します関係団体へ再就職した場合に

は、取扱要領に基づきまして、退職後２年間、県への営業活動を自粛する旨

の誓約書を、提出をしていただくように要請をしているところでございます。 

  それから、マッチングにつきましては、県の人事課の方が分掌的にはやら

せていただいております。 

   

小越委員  例えば専務理事とか、それから、事務局長さんとか、理事長とか、かなり

役職の高いところの方がほとんどだと思うんですけど、そうしますと、そこ

に常勤で勤めているということですね。常勤でとなりますと、退職金ですと

か、給与ですとか、一時金ですとか、そういうのはどうなっているんでしょ

うか。 

 

原間総務部次長  給与につきましては月額２０万円～３０万円程度、県の職員で言いますと

３０代半ばの主任クラスが基本と考えておりまして、団体の役員という場合

でも、部下でございますプロパーの管理職よりも、かなり低い報酬で重責を

担っているのが実情だと考えております。また、退職金につきましても、支

給をしないように関係団体の方に要請をいたしておりまして、一部支給をし

ておる団体につきましても、ちょっと古くなりますが、県の平成１９年度の

包括外部監査においても、退職金はすべて１００万円以下ということでござ

いまして、社会通念上、高額と言われているような額ではなかったと報告を

されております。 

 

小越委員  その金額はともかく、必ず何がしかの専務理事・事務局長のところに、県

の幹部だった方はつけるということで、再就職が確認されているのかなとい

うのが１つと、それから、今まで委託ですとか、それから、仕事を発注して

いた側の人が、今度、１年たって逆に仕事を受ける側に立つというのもある

わけですよね。土木関係の方だった方が、土木関係の社団法人とか財団法人

に行くと。福祉関係の方が社会福祉法人とか、社団法人に行くと。技監だっ

た方が、それに関連するような職場に行くということが、何年か人はかわっ
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ても、毎回、毎回、同じ就職先から来るというのは、何かちょっと心配なと

ころがあるんですけど、もしそういうようなことがあった場合には、何か県

としてストップをかけるとか、先ほど２年間の営業は自粛するってありまし

たけれども、その方々が情報をお電話で問い合わせするとか、そういう方々

がいろんなところに会議に来るとか、意見を発言するとか、そういうことは

できない仕組みになっているんですか。 

 

原間総務部次長  １点目の団体の方の役職につくというお話がございましたけれども、各役

職、どういう役職につけるかは、各団体の判断の中で行っていただいている

ものと考えております。 

  それから、２点目でございますけれども、現職の職員がＯＢ職員から営業

活動を受けた場合には、その内容を所属長に書面で報告することを義務づけ

るということが、先ほど申し上げました取扱要領に定められております。こ

れによりまして、公務の公正性が損なわれることがないよう十分配慮をして

おるところでございます。ちなみに営業活動に関する報告につきましては、

今のところございません。 

 

小越委員  最後にしますけど、再就職先のところの財団法人・社団法人が、毎回、毎

回、県の幹部の方々をお願いしたいというのは、どうしてなのかなと思いま

す。県とすれば、言われるから、こういう方を御紹介しますと。なぜ県の幹

部の方に専務理事や常務理事になってください、また、このポストがあきま

す、お願いしますって再就職先の方々が言うのかなというのが、ちょっと疑

問というか、大丈夫なのかなと非常にそこは心配する旨があります。その後、

退職後の再就職先の取扱要項で、厳しくしているということですけれども、

県の委託金や、補助金や交付金がそこを通じて交付されることはないと思い

ますが、そこは今後もしっかりやってもらいたいと思っています。 

     

その他 

 ・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

 ・ 閉会中もなお継続して調査を要する事件について配付資料のとおり決定された。 

 ・ 継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県内調査を平成２２年１

１月１７日に実施することとし、詳細については、後日通知することとされた。 

・ 平成２２年７月２６日から２８日に実施した県外調査については、議長あてにその報告

書を提出したことが報告された。 

 

 

                                      以  上 

 

                         総務委員長 鈴木 幹夫 


